
は
じ
め
に

足
利
義
満
の
愛
息
義
嗣
が
、
格
別
の
寵
愛
の
も
と
異
例
と
も
い
え
る
扱
い
を
受
け

て
い
た
こ
と
は
、
古
く
か
ら
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る

(

�)

。
な
か
で
も
今
谷
明

氏
は
、
そ
の
著
書

『

室
町
の
王
権』

に
お
い
て
、｢
王
権
簒
奪
計
画｣

説
を
展
開
し

つ
つ
、
義
嗣
は

｢

立
太
子
の
礼｣

に
て
元
服
を
遂
げ
た
と
主
張
し
た

(

�)

。

近
年
、
森
茂
暁
氏
は
今
谷
氏
の
所
論
に
対
し
、
義
満
に
皇
位
簒
奪
の
意
志
が
あ
れ

ば
義
嗣
の
元
服
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
は
ず
だ
、
と
の
問
題
関
心
の
も
と
、
今
谷
氏
が

論
拠
と
し
て
い
る

『

椿
葉
記』

の

｢

し
ん
わ
う
御
け
ん
ふ
く
の
準
拠
な
る
よ
し｣

と

い
う
表
現
が
、
あ
ま
り
に
も
月
な
み
で
、
大
臣
ク
ラ
ス
の
公
家
が
加
冠
を
つ
と
め
る

な
ど
、
ふ
つ
う
の
親
王
の
元
服
と
お
な
じ
扱
い
に
す
ぎ
ず
、
親
王
レ
ベ
ル
と
は
い
え

る
が
、
そ
れ
を
超
え
た
地
位
に
上
る
可
能
性
を
予
測
さ
せ
な
い
と
し
、
し
た
が
っ
て

親
王
待
遇
と
天
皇
位
を
奪
う
こ
と
は
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
と
の
結
論
を
与
え
た

(

�)

。

今
谷
、
森
両
説
の
ど
ち
ら
が
妥
当
か
、
あ
る
い
は
両
説
と
も
誤
り
を
含
む
も
の
な

の
か
を
考
証
す
る
こ
と
が
、
小
考
の
目
的
で
あ
る
。
義
嗣
の
元
服
が
東
宮
元
服
に
准

え
た
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
の
は
、〈

義
満
が
上
皇
と
し
て
、
義
嗣
を
次
期

天
皇
に
据
え
よ
う
と
し
た〉

と
い
う

｢

王
権
簒
奪
計
画｣

説
の
妥
当
性
に
直
接
関
わ

る
重
要
な
論
点
だ
ろ
う
。

第
一
章

義
嗣
元
服
の
基
礎
史
料
と
そ
の
比
較
対
象

第
一
節

足
利
義
嗣
の
元
服

足
利
義
嗣
の
元
服
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
素
材
と
な
る
史
料
に
つ
い
て
考

え
た
い
。
幸
い
義
嗣
元
服
の
関
連
史
料
に
つ
い
て
は

『

大
日
本
史
料』

(

第
七
編
之

十
五)

の
応
永
二
二
年
四
月
二
五
日
条
で
一
覧
で
き
る
。
そ
こ
に
集
成
さ
れ
て
い
る

の
は
、『

教
言
卿
記』

『

椿
葉
記』

『

東
院
毎
日
雑
々
記』

『

公
卿
補
任』

『

足
利
家
官

位
記』

『

東
寺
王
代
記』

『

大
乗
院
日
記
目
録』

で
あ
る
。
そ
の
う
ち

『

公
卿
補
任』

『

足
利
家
官
位
記』

『

東
院
毎
日
雑
々
記』

『

東
寺
王
代
記』

『

大
乗
院
日
記
目
録』

は

編
纂
物
で
あ
り
、
ま
た
、
義
嗣
の
元
服
が
内
裏
で
行
わ
れ
た
こ
と
以
外
、
特
に
情
報

は
な
い
。
そ
の
な
か
で
多
く
の
先
行
研
究
が
全
面
的
に
依
拠
し
て
き
た
の
は
、『

椿

葉
記』

の

｢

其
四
月
に
内
裏
に
て
元
服
し
て
義
嗣
と
名
の
ら
る
。
親
王
元
服
の
准
拠

な
る
よ
し
き
こ
え
し｣

と
の
記
述
で
あ
る
。
し
か
し

『

椿
葉
記』

も
、
厳
密
に
い
え

ば
同
時
代
史
料
で
は
な
い
し
、
ま
た
村
田
正
志
氏
の
周
到
な
史
料
批
判
に
も
か
か
わ

ら
ず

(
�)
、
い
ま
だ
、
そ
の
記
述
ひ
と
つ
一
つ
が
ど
こ
ま
で
史
実
と
し
て
正
し
い
事
実
を

伝
え
て
い
る
か
は
判
然
と
し
な
い

(

�)

。
ゆ
え
に
、
史
料
価
値
に
一
定
の
信
頼
が
置
け
る

同
時
代
史
料
と
い
え
る
の
は

『

教
言
卿
記』

の
み
で
あ
る
。
義
嗣
の
元
服
を
考
え
る

に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
参
照
と
す
べ
き
は
同
記
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で

『

教

言
卿
記』

の
応
永
二
二
年
四
月
二
五
日
条
を
引
用
し
た
い
。

( ) 足利義嗣の元服 (石原)49

石

原

比

伊

呂

足
利
義
嗣
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元
服

研
究
報
告
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廿
五
日

一
、
禁
裏
御
服
御
物
具
云
々
、

一
、
若御
元
服
白
昼
之
儀
也

公
御
方
御
元
服
事
、

御
参
内
、
公
卿
、
内加
冠

大
臣
満
基
、
御
簾

若
公
同
之

・
日御

沓
大
御
所
野
大
納
言
重
光

・
帥
中
納
言
兼
宣

・

四
条
新
宰
相
隆
直

、

殿
上
人
、
豊理
髪
頭
左
大
弁

光
朝
臣
若
公

御
沓

・
教御

榻

手
長
下
臈

興
朝
臣
前
駈

・
尹所

望

賢
朝
臣
新
中

将

・
永所

望

藤
朝
臣
・

雅
清
朝
臣
・
宣所
望

輔
・
資所

望

雅
、

一
、
地
下
前
駈
、
俊若
公
御
榻重

朝
臣
以
下
六
人
、

一
、
衛
府
、
曽
我
平
次
郎
右
衛
門
尉
・
朝
日
孫
左
衛
門
尉
・
真
下
勘
解
由
左
衛

門
尉
・
伊
藤
七
郎
左
衛
門
尉
・
長
次
郎
左
衛
門
尉
・
本
庄
三
郎
左
衛
門
尉
、

一
、
衛
府
長
下
毛
野
武
遠
、

一
、
小
随
身
四
人
、

一
、
小
舎
人
童
二
人
、

一
、
番
頭
八
人
、

一
、
参
会
公
卿
、
西
園
寺
大
納
言
・
日
野
新
大
納
言
・
冷
泉
中
納
言
、

一
、
所
役
殿
上
人
、
教
豊
・
教
高
・
俊
長
・
藤
光
・
行
光
・
資
雅
等
也
、

廿
六
日

一
、
予
参
賀
北
山
殿
、
御
元
服
厳
重
、
珍
重
々
々
、

廿
七
日

一
、
倉
部
二内
大
臣条
殿
へ
為
御
使
参
向
云
々
、

御
大
御
所
ヨ
リ太
刀
金

・
御
馬
、
又
平

若
宮
ヨ
リ鞘
太
刀
、

御五
衣
等
也馬
一
疋

被
進
了
、
狩
衣
、
乗
車
、
有
御
対
面
云
々
、
例
馬
一
疋
・
黒
太

刀
賜
之
、
祝
著
々
々

さ
て
、
右
の
記
述
か
ら
義
嗣
元
服
の
特
色
を
探
る
な
ら
ば
、
以
下
の
四
点
が
挙
げ

ら
れ
る
。
�｢

御
参
内｣

、
す
な
わ
ち
義
嗣
元
服
が
内
裏
で
挙
行
さ
れ
た
と
い
う
事

実

(

た
だ
し
内
裏
の
ど
の
場
所
で
行
っ
た
か
ま
で
は
不
明)

。
�
貴
賓
の
出
席
状
況
、

す
な
わ
ち
内
大
臣
二
条
満
基
以
下
の
公
卿
、｢

大
御
所｣

(

＝
足
利
義
満)

の
出
席
。

な
お
後
小
松
天
皇
に
つ
い
て
は
、｢

御
参
内｣

の
主
語
を
後
小
松
院
と
考
え
れ
ば
参

加
し
た
こ
と
に
な
る
が
、｢

大
御
所｣

の
語
句
を
踏
ま
え
れ
ば
義
満
と
考
え
る
の
が

適
切
だ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も

｢

天
皇
が
参
内
す
る｣

と
い
う
表
現
が
言
葉
と
し
て
不

適
切
な
の
で
、
出
席
し
な
か
っ
た
と
判
断
で
き
る
。
�｢

加
冠｣

が
二
条
満
基
で
あ
っ

た
こ
と
。
�｢

禁
裏
御
服
御
物｣

が
用
い
ら
れ
た
こ
と
。

本
節
で
も
う
一
つ
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
義
満
、
義
嗣
、

後
小
松
の
三
者
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
今
谷
説
で
は
義
満
を
上
皇
、
義
嗣
を
次

期
天
皇

(

皇
太
子)

に
比
定
し
て
い
る
が
、
後
小
松
の
位
置
づ
け
が
判
然
と
し
な
い
。

そ
こ
で
参
照
す
べ
き
は

｢

義
満
の
権
力
が
、
後
小
松
天
皇
に
対
す
る
事
実
上
の
父
権

に
も
と
づ
い
て
い
た｣

と
い
う
桜
井
英
治
氏
の
持
論
で
あ
る

(

�)

。
氏
の
指
摘
に
従
う
な

ら
義
満
と
後
小
松
も
父
子
関
係
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
、
前
者
が
上
皇
、
後
者
が
天

皇
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ら
ば
、
今
谷
説
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
後
小
松
と
義

嗣
は
義
理
の
兄
弟
関
係
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
義
満
に
義
嗣
を
次
期

天
皇
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
父
親
で
あ
り
上
皇
の
義
満
、
兄
で
あ
り
現

天
皇
で
あ
る
後
小
松
、
弟
で
あ
り
次
期
天
皇

(

＝
皇
太
弟)

で
あ
る
義
嗣
、
と
い
う

三
者
の
関
係
の
な
か
で
、
然
る
べ
き
演
出
が
加
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
義
嗣

の
元
服
は
皇
太
弟
元
服
儀
に
擬
し
て
挙
行
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で

『
教
言
卿
記』

の
記
述
に
あ
る
よ
う
な
、
現
天
皇
で
あ
る
兄
の
後
小
松
は
欠
席
し
、

父
親
で
あ
る
上
皇
の
義
満
の
み
が
参
加
す
る
と
い
う
あ
り
方
が
皇
太
弟

(

皇
太
子)

の
元
服
儀
と
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
の
検
討
か
ら
始
め
た
い
。

第
二
節

東
宮
元
服
に
つ
い
て

亀
山
の
元
服

本
当
に
足
利
義
嗣
の
元
服
は
、
今
谷
氏
が
い
う
よ
う
な

｢

立
太
子
の
礼｣

に
よ
る

元
服
で
あ
っ
た
の
か
。
比
較
検
討
を
す
る
た
め
に
本
稿
で
は
恒
仁
親
王

(

の
ち
の
亀
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( ) 足利義嗣の元服 (石原)51

表①
『成俊�記』 の記述 特記事項 その他史料による補足

６月７日 日野資平､ 成俊に諮問する
６月10日 成俊､ 後嵯峨院に条々を申す

皇居狭小により､ 新造大宮殿での挙行を
決定 (『荒涼記』)

６月17日 成俊､ 指図等を御前に持参
６月18日 成俊､ 今出川公相などに相談
６月21日 成俊､ 後嵯峨院に奏す
６月27日 上皇よりの諮問
６月29日 洞院実雄を訪問 洞院実雄：東宮傅､ 右大臣､ 当日の加冠役
７月２日 元服定出仕の公�を計らい申す
７月４日 御所に参ず
７月５日 諸所に参向
７月10日 元服行事所始
７月16日 元服定 傅以下９人の参加
７月23日 押小路殿に参向
７月27日 参院 東宮御沓を洞院実雄が調進
７月28日 後嵯峨､ 成俊に諮問
８月１日 花山院師継､ 元服次第を作進､ 非坊司で

あることには憚り (『妙槐記』)
８月４日 東軍元服習礼 傅・両大夫不参 (『荒涼記』 『妙槐記』)
８月５日 参院
８月10日 参院 内々の習礼
８月11日 院御所・東宮御所へ参上
８月12日 元服次第の進上
８月13日 元服次第の不審点を確認
８月14日 大宮殿に参ず 大宮殿：新内裏
８月19日 院御所・東宮御所に参ず
８月20日 参院 元服習礼 (『妙槐記』)
８月22日 大宮殿へ行幸 (『妙槐記』)
８月23日 習礼
８月26日 大宮殿行啓 冠の新調 東宮坊各員の祗候 (『妙槐記』) 権亮､ 幼

少により要領を得ず (『実雄公記』)
８月28日 成俊､ 参内 里内裏での挙行の先例は２例 (『妙槐記』)

東宮椅子の位置を確認
室内装束の説明 内蔵寮の奉仕､ 遅々 (『資宣�記』)
威儀御前の準備､ 遅々
地下坊司､ 室内装束に奉仕
今出川公相､ 室内装束を確認
公�参集
鷹司兼平 (｢殿下｣) の宿所を理髪人宿所に宛う
帯刀・陰陽師遅参
加冠・理髪装束到来 東宮坊各員による調進 (『妙槐記』)
東宮還御の刻限､ 一献の後に決定
陰陽師遅参のまま､ 決行 主殿寮・掃部寮・内蔵寮の奉仕
天皇・東宮出御 東宮坊各員の祗候 (『荒涼記』)
東宮､ 尋常椅子へ 東宮傅・東宮大夫以下祗候
理髪儀
加冠儀
東宮の身だしなみを整え､ 成人装束に 後深草天皇使用の笏等 先例は､ 現天皇が春宮時代に用いたもの

を使用する (『資宣�記』)
東宮出御､ 拝舞 東宮傅による扶持
加冠人・理髪人に給禄
室内装束を改める
�膳の準備
位記・請院
�宴の準備
東宮着座
献物
�宴
一献
東宮退出
二献
給禄
東宮､ 院御所行啓
院御所装束の説明
上皇出座
�宴
御遊
東宮御参の儀の詳細
装束撤収の疑問点 内蔵寮の用途三千疋 (皇太弟禄､ 御服､

御束帯の調進) (『資宣�記』)
８月29日 院御所にて労のねぎらい

東宮に参ず
違例の確認
御局へ参ず

８月30日 宮主の賞
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山
天
皇)

の
元
服
を
取
り
上
げ
た
い
。
恒
仁
親
王
の
元
服
に
つ
い
て
は
、『

続
群
書

類
従』
の
公
事
部
に

『

正
元
元
年
東
宮
御
元
服
部
類
記』

と
し
て
、『

成
俊
卿
記』

以
下
の
詳
細
な
記
録
が
集
成
さ
れ
て
お
り
史
料
に
恵
ま
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

｢

王
権
簒
奪
計
画｣
説
に
立
っ
た
と
き
の
義
嗣
と
、
元
服
当
時
の
恒
仁
親
王
の
立
場

に
類
似
性
が
あ
り
、
素
材
と
し
て
好
適
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
義
満
を
後
嵯
峨
上

皇

(

実
権
を
掌
握
し
た
治
天
の
君)

、
後
小
松
を
後
深
草
天
皇

(

兄
で
あ
る
現
天
皇

で
、
皇
位
を
自
己
の
子
孫
に
継
承
さ
せ
る
保
障
を
失
っ
て
い
る)

、
義
嗣
を
恒
仁

(

治
天
の
君
の
寵
愛
を
え
て
、
そ
の
後
の
正
統
に
な
る
可
能
性
を
与
え
ら
れ
た
皇
太

弟)

に
ほ
ぼ
置
き
換
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

(

�)

。

な
お
表
①
は
、
恒
仁
親
王
の
元
服
に
つ
い
て
、
当
日
に
至
る
流
れ
と
当
日
の
次
第

を
、『

正
元
元
年
東
宮
御
元
服
部
類
記』

に
所
収
さ
れ
た
諸
史
料
の
う
ち
、『

成
俊
卿

記』

を
中
心
に
、
同
所
収
の

『

荒
涼
記』

、『

妙
槐
記』
、『

資
宣
卿
記』

に
よ
り
補
足

し
て
一
覧
化
し
た
も
の
で
あ
る

(

�)

。

第
三
節

親
王
元
服
に
つ
い
て

後
白
河
の
元
服

さ
て
、｢

は
じ
め
に｣

で
述
べ
た
よ
う
に
、
森
茂
暁
氏
は
、
義
嗣
の
元
服
を

｢

ふ

つ
う
の
親
王
の
元
服
と
お
な
じ
扱
い｣

と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
義
嗣
の
元
服

を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
東
宮
で
は
な
い
親
王
の
元
服
の
あ
り
方
と
の
対
比
も
必

要
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
雅
仁
親
王

(

の
ち
の
後
白
河
天
皇)

の
事
例
が
、

史
料
に
も
恵
ま
れ
、
好
適
な
対
比
材
料
と
な
る
。
周
知
の
通
り
、
若
年
時
代
の
後
白

河
は
あ
く
ま
で

｢

ふ
つ
う
の
親
王｣

で
あ
り
、
元
服
儀
も
当
然
そ
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
挙
行
さ
れ
た

(

�)

。
そ
こ
で
、『

続
群
書
類
従』

(

公
事
部)

に
所
収
さ
れ
た

『

親
王

御
元
服
部
類
記』

の
後
白
河
に
関
す
る
箇
所
に
引
用
さ
れ
た

『

台
記』

『

大
右
記』

『

親
隆
卿
記』

(

�)

を
も
と
に
、
雅
仁
親
王
元
服
儀
の
あ
り
方
を
復
元
し
た
の
が
表
②
で

あ
る
。

以
下
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
表
①
表
②
を
適
宜
参
照
し
な
が
ら
亀
山
天
皇
・
雅
仁

東京大学史料編纂所研究紀要 第22号 2012年３月 ( )52

表②

『台記』 の記述 『大右記』 の記述 『親隆�記』 の記述

三条高倉院待賢門院御所にて元服儀､ 室内
装束の詳細

室内装束の詳細 室内装束の詳細

親王拝舞の路について相談

親王､ 童装束を着す 親王､ 童装束を着す

無品である雅仁親王 (後白河) の服色につ
いて相談

無品である雅仁親王 (後白河) の服色について相談

鳥羽院出御し､ 親王・加冠人を召す 鳥羽院出御し､ 親王・加冠人を召す

雅仁親王出御 雅仁親王出御

理髪の準備 加冠調度の搬入

理髪儀 (藤原教長) 理髪儀 理髪儀

加冠儀 (源有仁) 加冠儀 加冠儀

雅仁親王､ 身なりを整える 親王､ 男装束に改める 親王､ 男装束に改める (帷については女院が調進)

一献・二献

南庭にて鳥羽院 (仙院) に対し拝舞 (待賢
門院にはせず)

南庭で拝舞 南庭で拝舞

加冠人・理髪人､ 給禄 鳥羽院､ 人を召し､ 加冠人・理髪人に給禄 鳥羽院､ 人を召し､ 加冠人・理髪人に給禄

鳥羽院､ 入御 鳥羽院､ 入御

加冠・理髪の調度を撤収

�宴 三献

鳥羽院､ 出御 鳥羽院､ 公�を召す

勧盃 勧盃

御遊 御遊 糸竹興､ 内蔵寮､ 衝重を用意

給禄

叙品 (雅仁を三位に) の勅使､ 参院し､ 鳥
羽院の召により給禄

内裏より使者 (経定)､ 院司に親王の叙品に
ついて奏事

内裏より経定参上 (給禄の有無について､ 議あり)､
叙品の由を申し､ 後鳥羽院の召により給禄

親王､ 南庭にて拝舞 親王､ 南庭にて拝舞 親王､ 位袍を着し笏を持ち､ 南庭にて拝舞

殿上�宴､ 屯食をふるまう

親王冠､ 院より献上

叙品後の参内・奏慶はせず 叙品後の奏慶について相談､ 一般的には親王は内裏で
元服するので奏慶するが､ 今回はそうでないので省略
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親
王
を
中
心
に
、
他
の
多
く
の
東
宮
、
諸
親
王
の
事
例
に
も
触
れ
な
が
ら
論
を
進
め

て
い
く
。
な
お
、
東
宮
に
つ
い
て
は

｢

亀
山
天
皇｣

の
よ
う
に
、
即
位
し
て
以
降
の

天
皇
名
あ
る
い
は

｢

亀
山
天
皇

(

恒
仁)｣

の
よ
う
に
、
そ
の
他
の
親
王
に
つ
い
て

は
、
そ
の
後
の
即
位
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、｢

雅
仁
親
王｣

の
よ
う
に
親
王
時
代

の
名
前
、
あ
る
い
は

｢
雅
仁
親
王

(

後
白
河
天
皇)｣

な
ど
の
よ
う
に
記
す
。

次
章
以
降
の
考
察
に
先
立
っ
て
本
章
の
最
後
に
、
東
宮
元
服
と
親
王
元
服
の
異
同

に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

光
厳
天
皇

(

量
仁)

元
服
に
関
す
る

『

元
徳
二
年
東
宮
御
元
服
記』

の
な
か
に

｢

元
服
雑
事｣

と
い
う
史
料
が
あ
る

(

�)
。
後
の
光
厳
天
皇
は
、
寛
平
の
例

(

醍
醐
天
皇

の
先
例)

に
も
と
づ
い
て
元
服
し
た
が
、
不
分
明
な
点
も
多
く
、
親
王
元
服
の
先
例

も
准
用
さ
れ
た
。
そ
の
准
用
に
関
す
る
注
意
事
項
を
箇
条
書
き
に
し
た
の
が
本
史
料

で
あ
る
。
そ
の
中
の

｢

一
、
可
被
垂
御
簾
否
事｣

を
見
る
と
、
東
宮
元
服
に
お
け
る

天
皇
の
座
所
は

｢

御
簾
中｣

で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
親
王
元
服
の
場
合
、｢

出
御
大

床
子｣

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
東
宮
と
親
王
の
元
服
に
は
、
相
応
の
相
違
が
存

在
し
て
い
た
と
判
断
で
き
る
。
一
方
、｢

一
、
加
冠
理
髪
禄
誰
人
可
取
哉
事｣

な
る

箇
条
を
見
る
と
、
加
冠
理
髪
人
の
禄
は
内
侍
を
介
し
て
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
親

王
元
服
と
東
宮
元
服
と
で
変
化
を
加
え
る
必
要
は
な
い
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
東
宮

元
服
と
親
王
元
服
に
は
少
な
か
ら
ず
共
通
点
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

二
つ
の
元
服
の
あ
り
方
は
概
ね
類
似
し
て
い
た
が
無
視
で
き
な
い
差
異
も
あ
っ
た
、

と
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

( ) 足利義嗣の元服 (石原)53

表③

西暦 和暦 元服者 場所 種別 御遊

7140600 和銅七 聖武天皇 東宮元服 ×

7880100 延暦七 平城天皇 東宮元服 ×

8190408 弘仁十 仁明天皇 東宮元服 ×

8381001 承和五 恒貞親王 紫宸殿 東宮元服 ×

8970703 寛平九 醍醐天皇 清凉殿 東宮元服 ×

9161022 延喜十六 文彦太子 紫宸殿 東宮元服 △

9630228 応和三 冷泉院 東宮元服 ×

9820219 天元五 花山院 東宮元服 ×

10190828 寛仁三 後朱雀院 紫宸殿 東宮元服 ○

10461219 永承一 後三条院 紫宸殿 東宮元服 ×

10810821 永保一 実仁太子 南殿 東宮元服 ×

11551209 久寿二 二条院 東宮元服 ×

12081225 承元二 順徳院 南殿 東宮元服 ○

12590828 正元一 亀山院 南殿 東宮元服 ○

12771219 建治三 伏見院 東宮元服 ○

13291228 元徳一 光厳院 東宮元服 ○

13481027 貞和四 崇光院 東宮元服 ×

9161126 延喜十六 克明親王 清凉殿 親王元服 △

9190206 延喜十九 代明親王 清凉殿 親王元服 △

9211124 延喜二一 重明親王 清凉殿 親王元服 △

9250224 延長三 時明親王 清凉殿 親王元服 △

9370216 承平七 行明親王 東八条院 親王元服 ×

9390814 天慶二 章明親王 京極亭 親王元服 ×

9400215 天慶三 村上天皇 綾綺殿東廊 親王元服 ×

9630820 応和三 広平親王 清凉殿 親王元服 △

9650827 康保二 為平親王 清凉殿 親王元服 △

9651021 康保二 致平親王 清凉殿 親王元服 △

9860716 寛和二 三条院 東三条南宮 親王元服 ×

9891121 永祚一 為尊親王 東三条南宮 親王元服 ×

9930223 正暦四 敦道親王 南院東対 親王元服 △

10100717 寛弘七 敦康親王 里内裏 親王元服 △

10130323 長和二 敦儀親王 清凉殿 親王元服 △

10370702 長暦一 後冷泉院 昭陽舎 親王元服 △

10651209 治暦一 白河院 東宮在所 親王元服 ×

10870602 寛治一 輔仁親王 陽明門院 親王元服 ×

11391227 保延五 後白河院 待賢門院 親王元服 ○

11501201 久安六 重仁親王 小六条 親王元服

11911226 建久二 後高倉院 親王元服

11950329 建久六 惟明親王 七条院御所 親王元服

12121222 建暦二 雅成親王 高陽院 親王元服

12160425 建保四 頼仁親王 親王元服 ×

12520108 建長四 宗尊親王 親王元服

12891006 正応二 久明親王 親王元服

12980627 永仁六 後二条院 親王元服

13031220 嘉元一 後醍醐院 洞中 親王元服 ×

13181220 文保二 恒明親王 親王元服 ×

13210319 元亨一 邦省親王 親王元服 ×

13240310 元亨四 世良親王 親王元服 ×

13270208 正中三 尊良親王 親王元服

13360310 延元一 儀良親王 親王元服

13481013 貞和四 直仁親王 仙洞 (持明院殿) 親王元服 ○

13710323 応安四 後円融院 禁中 親王元服 ×

13120829 応永一九 称光院 親王元服 ×

14580417 長禄二 成仁親王 親王元服 ×
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第
二
章

義
嗣
元
服
と
東
宮
元
服

第
一
節

内
裏
元
服

義
嗣
の
元
服
に
関
す
る
最
大
の
特
徴
は

｢

内
裏
で
の
挙
行｣

と
い
う
事
実
で
あ
る
。

表
③
は

『

御
遊
抄』
の

｢

東
宮
元
服｣

｢

親
王
元
服｣

の
項
を
素
材
に

(

�)

、
東
宮
と
親

王
の
元
服
が
開
催
さ
れ
た
場
所
を
一
覧
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
東
宮
元
服
は
判
明
す

る
限
り
必
ず
内
裏
で
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
内
裏
で
元
服
を
行
う

の
は
東
宮
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
後
述
も
す
る
が
、
例
え
ば
後
に
称
光
天
皇
と

な
る
躬
仁
親
王
は
、
元
服
時
、
立
太
子
儀
を
経
て
お
ら
ず
、
東
宮
で
は
な
い
親
王
元

服
と
い
う
扱
い
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る

(｢

／｣

は
改
行)

。

親
王
御
元
服
、
於
清
涼
殿
被
遂
其
儀
例
候
哉
、
度
々
例
随
所
見
可
被
注
進
之
由
、

被
仰
下
之
状
如
件
、

七
応
永
十
八

月
四
日

左俊
長

兵
衛
佐

(

花
押)

四
位
史
殿

追
申於

紫
宸
殿
被
行
例
、
同
可
被
注
進
候
也
、

於
内
裏
親
王
御
元
服
例

敦
儀
親
王
・
敦
平
親
王

(

本
文
略)

／
後
冷
泉
院

(

同)

／
弾
正
尹
邦
省
親
王

(

同)

／
尊
良
親
王

(

同)

／
此
外
親
王
於
内
裏
御
元
服
例
度
々
雖
有
所
見
、

今
不
及
注
載
矣
、

右
例
注
進
如
件
、

応
永
十
八
年
七
月
一
日

左
大
史
□

(

�)

親
王
の
元
服
も
内
裏
で
催
さ
れ
た
例
の
少
な
く
な
い
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
し

た
が
っ
て
、
内
裏
で
元
服
を
挙
行
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
自
動
的
に
東
宮
準
拠
と
い

う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
事
例
が
十
世
紀
に
集
中
し
て
い
る
点
は
気
に
な
る
と
こ
ろ

だ
が
、
表
③
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
親
王
に
つ
い
て
も
内
裏
で
元
服
を
行
う
こ
と

が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
表
③
を
注
意
深
く
分
析
す
る
と
、
興
味
深
い
事
実
に
つ
き
あ
た
る
。

そ
れ
は
、
東
宮
は
紫
宸
殿
に
て
元
服
を
行
い
、
親
王
は
清
涼
殿
な
ど
紫
宸
殿
以
外
の

場
所
で
元
服
儀
を
行
う
と
い
う
区
別
の
存
在
で
あ
る
。
等
し
く

｢

内
裏｣

と
い
っ
て

も
、
東
宮
と
親
王
で
は
紫
宸
殿
と
清
涼
殿

(

紫
宸
殿
以
外)

と
い
う
棲
み
分
け
が
存

在
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

先
に
取
り
上
げ
た
躬
仁
親
王

(

称
光
天
皇)

の
史
料
を
振
り
返
る
と

｢

親
王
御
元

服
、
於
清
涼
殿
被
遂
其
儀
例
候
哉｣

と
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
実
際
に
清
涼
殿
で
挙

行
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
次
期
天
皇
と
し
て
の
即
位
が
決
定
的
で
あ
る
も
の
の
、
形
式
上
は

東
宮
で
な
か
っ
た
躬
仁
親
王
の
元
服
儀
は
、
あ
く
ま
で
清
涼
殿
に
て
執
り
行
わ
れ
て

い
る
。
一
方
で
後
に
光
厳
天
皇
と
な
る
皇
太
子
の
量
仁
は
、
紫
宸
殿
で
元
服
し
て
い

る
こ
と
が
確
認
さ
れ

(

�)

、
室
町
期
に
至
る
ま
で
東
宮
は
紫
宸
殿
、
親
王
は
清
涼
殿
と
い

う
棲
み
分
け
が
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。

義
嗣
が
内
裏
で
元
服
を
行
っ
た
事
実
自
体
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
と
は
い
え
、

等
し
く
内
裏
元
服
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
紫
宸
殿
な
の
か
清
涼
殿
な
の
か
で
、
ま
る

で
意
味
合
い
は
異
な
る
。
そ
し
て
現
存
す
る
史
料
か
ら
義
嗣
の
元
服
が
ど
ち
ら
の
場

所
で
行
わ
れ
た
か
の
確
認
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て

｢

内
裏
元
服｣

と
い
う
情
報

は
、
義
嗣
が
東
宮
準
拠
で
元
服
し
た
か
ど
う
か
、
別
言
す
れ
ば

｢

王
権
簒
奪｣

説
の

当
否
に
つ
い
て
、
そ
の
判
断
素
材
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
節

天
皇
と
上
皇

本
節
で
は
、
義
嗣
の
元
服
儀
に
参
席
し
た
貴
賓
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
東
宮

元
服
と
の
比
較
を
試
み
る
。

第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
義
嗣
元
服
儀
の
特
徴
と
し
て
後
小
松
天
皇
の
不
在
が
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挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
本
来
、
天
皇
は
東
宮
の
元
服
儀
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
た
。
試
み
に
平
安
期
の
儀
式
書
で
あ
る

『

新
儀
式』

の

｢

五
、
臨
時｣

に
あ
る

｢

皇
太
子
加
元
服
事｣

を
紐
解
く
と
、｢

時
刻
宸
儀
出
御
、
次
皇
太
子
入
自
敷
政
門
、

昇
自
東
階
著
尋
常
座｣

と
あ
る
。｢

宸
儀
出
御｣

の
後
に
皇
太
子
が
着
座
す
る
こ
と

に
な
っ
て
お
り
、
天
皇
の
出
御
は
東
宮
元
服
の
前
提
条
件
で
あ
っ
た
。
ま
た
実
際
に

後
深
草
天
皇
の
出
御
が
認
め
ら
れ
る
亀
山
元
服
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ

る
。

今
日
東
宮
御
元
服
習
礼
、
於
仙
洞
冷
泉
殿

内
々
被
行
之

(

略)

即
上
皇
出
御
、
御

烏
帽
子
、
直
衣
、
東
宮
同
出
御
、
闕
腋
御
袍
、
御
帯
剣
、
令
持
牙
笏
給
、
着
御

糸
鞋
、
即
主
上
着
御
御
帳
、
三
位
為
教
卿
為
代
、
但
不
及
着
座
逐
電

(

�)

、

元
服
儀
当
日
の
二
十
日
程
前
、
後
嵯
峨
上
皇
の
院
御
所

(

冷
泉
殿)

に
お
い
て
元

服
の
習
礼
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
日
は
後
深
草
天
皇
が
不
在
だ
っ
た
の
で
、
京
極
為

教
が
代
理
人
に
立
て
ら
れ
た
。
実
際
に
は
為
教
も

｢

逐
電｣

し
た
の
だ
が
、
天
皇
の

存
在
を
想
定
し
た
上
で
習
礼
が
行
わ
れ
て
お
り
、
東
宮
元
服
に
天
皇
の
存
在
が
不
可

欠
だ
っ
た
と
わ
か
る
。

東
宮
元
服
は
故
実
上
も
、
実
態
に
お
い
て
も
天
皇
出
御
の
も
と
で
執
り
行
わ
れ
る

も
の
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
後
小
松
天
皇
が
出
席
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
は
、
義

嗣
の
元
服
儀
が
東
宮
準
拠
で
あ
っ
た
と
す
る
想
定
と
明
瞭
に
矛
盾
す
る
。

さ
て
、
義
嗣
元
服
を
彩
る
も
う
一
つ
の
特
色
と
し
て
、
義
満
の
出
席
が
あ
る
。
今

谷
氏
の
所
説
に
従
う
な
ら
ば
、
上
皇
が
出
席
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
点
に

つ
い
て
、
再
び
亀
山
の
事
例
を
も
と
に
考
え
て
み
よ
う
。
前
掲
史
料
の
中
略
部
に
は
、

本
来
は
内
裏
で
行
う
べ
き
元
服
習
礼
を

｢

流
例｣

に
よ
り
、
仙
洞
で
開
催
し
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
亀
山
元
服
は
後
嵯
峨
上
皇
の
強
い
関
与
の
も
と
で
挙
行
さ
れ
た

わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
は
後
嵯
峨
上
皇
は
亀
山
の
元
服
儀
当
日
に
、
ど
こ
に
い
た
の
か
。

次
、
一
献

(

略)

此
間
太
弟
還
御
休
盧

(

略)

於
此
門
外
御
乗
車
、
行
啓
上
皇

御
所
云
々
、
次
二
献

(

略)

頃
之
上
皇
出
御
々
座
御
束
帯
、
普

通
之
袍
也

、
次
東
宮
自
二
棟
御

所
出
御

(

�)

、

｢

太
弟｣

(

亀
山)

は
、
一
献
と
二
献
の
間
に

｢

此
門
外｣

(

中
門
外)

よ
り
乗
車

し
、
上
皇
御
所
に
行
啓
し
た
。
そ
し
て
院
御
所
に
て
後
嵯
峨
上
皇
と
対
面
し
て
い
る
。

つ
ま
り
元
服
儀
当
日
、
後
嵯
峨
は
自
ら
の
院
御
所
に
い
た
の
で
あ
り
、
元
服
儀
そ
の

も
の
に
は
参
席
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
守
成
親
王

(

順
徳
天
皇)

が

皇
太
弟
と
し
て
元
服
し
た
と
き
に
も

｢

次
皇
太
弟
退
下
給

(

略)

良
久
之
後
、
上
皇

御
束
帯

出
御
母
屋
儲

御
座

東
宮
出
自
西
方
参
進
、
当
御
座
間
拝
舞｣

と
い
う
記
述
が
残
さ
れ
て
お

り
、
亀
山
と
同
様
に
順
徳
も
内
裏
を

｢

退
下｣

し
て
か
ら
院
御
所
に
赴
き
上
皇
の
出

御
を
仰
い
だ
こ
と
が
わ
か
る

(

	)

。
東
宮
元
服
に
お
い
て
、
上
皇
は
院
御
所
に
て
行
啓
を

待
つ
存
在
で
、
儀
式
そ
の
も
の
に
は
参
加
し
な
か
っ
た
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
だ

ろ
う
。
も
し
今
谷
氏
の
い
う
よ
う
に
、
義
満
が
上
皇
で
、
義
嗣
が
東
宮
で
あ
る
な
ら

ば
、
義
満
が
義
嗣
の
元
服
に
参
加
す
る
と
い
う
儀
式
の
あ
り
方
は
極
め
て
異
例
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

次
い
で
義
嗣
元
服
に
二
条
満
基
が
加
冠
役
と
し
て
出
席
し
た
事
実
に
視
点
を
移
し

た
い
。
先
に
亀
山
元
服
習
礼
に
お
い
て
、
不
在
だ
っ
た
天
皇
の
代
理
人
が
立
て
ら
れ

た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
実
は
他
に
も
不
在
に
よ
り
代
理
人
が
立
て
ら
れ
た
役
割
が
あ

り
、
そ
れ
が
加
冠
役

(

及
び
理
髪
役)

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち

｢

上
皇
仰
云
、
加
冠

理
髪
不
可
略
作
法
且
興
也
、
而
傅
大
臣
不
参
、
予
可
為
傅
代
云
々
、
理
髪
左
衛
門
督

今
度
可
勤

仕
人
也

｣
(


)

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
加
冠
儀
と
理
髪
儀
は
習
礼
に
お
い
て

｢

不
可

略
作
法｣

で
あ
っ
た
。
理
髪
に
つ
い
て
は
当
日
の
所
役
人
た
る
左
衛
門
督

(

堀
河
基

具)
が
勤
仕
し
た
も
の
の
、
加
冠
は

｢

傅
大
臣｣

(

洞
院
実
雄)

の
不
参
に
よ
り
、

花
山
院
師
継

(｢

予｣)

が
代
理
を
つ
と
め
た
。
こ
こ
か
ら
、
加
冠
役
は

｢

傅
大
臣｣

の
担
う
べ
き
役
割
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
東
宮
元
服
の
加
冠
役
は
東
宮
傅
を
兼

任
し
た
大
臣
で
あ
っ
た
点
は
、
次
に
掲
げ
る
史
料
か
ら
断
定
で
き
る
。

又
命
云
、
東
宮
傅
未
被
任
也
、
其
事
先
日
大
夫
申
関
白
、
是
御
元
服
時
、
猶
以

傅
可
為
讃
者
云
々
、
可
然
之
人
自
宮
先
可
被
挙
也
者
、
仍
大
夫
内
々
触
内
府
、
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已
有
許
容
者
、
即
被
申
執
柄
已
了
、
至
于
今
可
被
任
内
府
者

(

�)

、

後
三
条
元
服
に
関
し
て
、
大
夫

(

藤
原
能
信)

と
関
白

(

藤
原
頼
通)

と
の
間
で

数
篇
の
や
り
と
り
が
あ
っ
た
。
当
時
、
東
宮
傅
は
未
任
で
あ
っ
た
の
で

｢

御
元
服
時
、

猶
以
傅
可
為
讃
者｣

と
し
て

｢

内
府｣

(

藤
原
教
通)

が
急
遽
、
東
宮
傅
に
任
命
さ

れ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
問
題
は

｢

讃
者｣

で
あ
る
が
、
順
徳
元
服
に
関
し
て
加

冠
役
が

｢

祝
曰
、
以
歳
之
正
、
以
月
之
令
、
咸
加
其
服
、
以
成
厥
徳
、
万
寿
無
彊
、

丞
天
之
慶｣

と
の
祝
言
を
寿
い
で
い
る
の
で

(

�)

、｢

讃
者｣

と
は
加
冠
役
と
同
義
と
判

断
さ
れ
る
。
東
宮
元
服
の
加
冠
役

(
＝｢

讃
者｣)

は
傅
大
臣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
意
識
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

翻
っ
て
義
嗣
元
服
を
確
認
す
る
と
、
東
宮
元
服
で
あ
る
な
ら
ば
加
冠
役
は

｢

傅｣

で
あ
る
は
ず
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
義
嗣
元
服
の
加
冠
役
で
あ
る
二
条
満
基

(｢

内
大

臣｣)

に
は

｢

傅｣

と
の
表
現
は
さ
れ
て
い
な
い
。
む
ろ
ん
、
そ
も
そ
も
義
嗣
は
立

太
子
と
い
う
手
続
き
を
経
て
い
な
い
の
だ
か
ら
東
宮
傅
な
ど
存
在
す
る
は
ず
も
な
い

の
だ
が
、
仮
に
義
嗣
を
次
期
天
皇
に
仕
立
て
上
げ
よ
う
と
す
る
強
い
意
志
が
義
満
に

あ
っ
た
の
な
ら
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で

｢

准
東
宮
傅｣
｢

擬
東
宮
傅｣

の
よ
う
な
存

在
を
演
出
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、『

教
言
卿
記』

の
記
事
を
見
る
限

り
、
そ
の
よ
う
な
気
配
は
全
く
確
認
で
き
な
い
。
義
嗣
元
服
に
お
け
る
後
小
松
天
皇

の
不
参
加
、
義
満
の
参
加
、
加
冠
役
の
人
選
な
ど
の
要
素
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、

｢

義
満
＝
上
皇
、
義
嗣
＝
次
期
天
皇｣

と
評
価
す
る
の
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。

第
三
節

参
加
人
員

前
節
で
は
、
上
皇
、
天
皇
、
加
冠
役
な
ど
、
貴
賓
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
参
加
者
に

つ
い
て
分
析
し
た
。
本
節
で
は
、
そ
れ
ら
貴
賓
を
除
い
た
参
加
者
に
つ
い
て
、
考
え

て
み
た
い
。

先
に
、
東
宮
元
服
に
お
い
て
東
宮
傅
が
加
冠
役
と
い
う
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た

こ
と
を
述
べ
た
。
と
は
い
え
、
東
宮
元
服
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は

｢

傅｣

に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
亀
山
元
服
に
際
し
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

頃
之
天
皇
出
御
南
殿
、
此
間
在
盛
朝
臣
参
上
、
儲
皇
出
御
昼
御
座

(

略)

傅
大

夫
相
分
先
行
、
権
大
夫
俄
有
所
労
不
参
、
自
中
門
外
行
列
、
帯
刀
二
人
前
行

(

略)

次
学
士
二
人

(

略)

次
亮
一
人

(

略)

次
傅
大
夫

(

略)

経
尋
常
御
椅

子
南
、
令
立
同
前
給
、
一
揖
之
後
着
御

(

�)

、

儀
式
の
席
へ
と
向
か
う
亀
山

(｢

儲
君｣)

に
付
き
従
っ
た
行
列
を
記
し
た
も
の
だ

が
、
こ
こ
か
ら
、
東
宮
元
服
に
お
け
る
行
列
の
人
員
と
し
て
、
帯
刀
、
学
士
、
亮
、

大
夫
、
傅
の
存
在
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
春
宮
坊
の
職
員
で
あ

る
か
、
そ
れ
に
準
じ
る
存
在
で
あ
る
。

行
列
以
外
の
場
面
に
つ
い
て
も
見
て
お
こ
う
。
ま
ず
東
宮
元
服
に
お
い
て
は
春
宮

亮
以
下
が
南
殿
装
束
を
整
え
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る

(

�)

。
ま
た
、
東
宮
元
服
儀
の

次
第
作
進
は
春
宮
坊
司
の
役
割
で
あ
る
と
の
認
識
が
存
在
し
て
い
た

(

�)

。

さ
ら
に
準
備
作
業
に
お
け
る
春
宮
坊
の
活
動
を
見
て
み
よ
う
。
東
宮
元
服
に
は
相

応
の
準
備
が
必
要
と
さ
れ
、
概
ね
儀
式
当
日
か
ら
遡
る
こ
と
二
ヶ
月
余
り
を
起
点
に

具
体
的
な
作
業
が
開
始
さ
れ
る

(

�)

。
そ
の
準
備
作
業
を
眺
め
て
い
く
と
、
二
条
元
服
に

関
し
て
注
目
す
べ
き
記
事
が
あ
る
。
す
な
わ
ち

｢

今
夜
同
有
御
元
服
定
事
云
々｣

と

あ
る
の
と
同
日
条
に

｢

今
日
春
宮
帯
刀
等
初
参
云
々

(

�)｣

と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

元
服
定
と
同
日
に

｢

春
宮
帯
刀｣

が
初
参
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
春
宮
坊
の
職
員
が
、

準
備
の
段
階
か
ら
深
く
関
与
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
他
に
も
光

厳
元
服
で
は

｢

今
夜
於
陣
被
勘
日
時
、
傅
右
大
臣

経

忠

為
上
卿
之
間
、
先
参
陣｣

｢

傅
招
亮

被
下
知
日
時
事
、
退
帰
之
後
、
持
参
定
日
時
勘
文
入
筥

、
傅
見
之
、
被
置
前
、
傅
召

切
燈
台
、
被
目
右
大
弁
歟

(

	)｣

と
の
記
述
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
と
き
の
東
宮
元
服
の

日
時
定
で
は
、
上
卿
を
傅
の
近
衛
経
忠
が
、
日
時
勘
文
の
作
成
を
春
宮
亮
の
勧
修
寺

経
顕
が
つ
と
め
て
お
り
、
春
宮
坊
の
職
員
は
事
前
の
準
備
か
ら
東
宮
元
服
の
主
要
な

構
成
員
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
義
嗣
元
服
は
ど
う
か
。
義
嗣
の
元
服
に
つ
い
て
は
、
事
前
の
関
連
記
事
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が
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
し
て
や
春
宮
坊
の
存
在
は
、
全
く
垣
間
見
え
な
い
。
繰
り

返
し
に
な
る
が
、
仮
に
義
満
が
義
嗣
の
元
服
を
東
宮
元
服
に
準
拠
さ
せ
て
い
た
と
す

る
な
ら
ば
、
な
ん
ら
か
の
形
で
春
宮
坊
に
準
ず
る
存
在
を
擬
制
的
に
演
出
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
気
配
が
全
く
感
じ
ら
れ
な
い
事
実
は
軽
視
で
き
な

い
。春

宮
坊
に
関
す
る
考
察
が
続
い
た
が
、
東
宮
元
服
に
特
徴
的
な
参
加
者
と
し
て
、

他
に
も
内
蔵
寮
が
あ
る
。
ま
ず
は
亀
山
元
服
の
事
例
を
確
認
す
る
と

｢

成
俊
参
南
殿
、

以
資
宣
申
事
具
由
、
其
後
仰
主
殿
寮
、
令
撤
東
宮
御
方
中
門
前
幔
門
、
仰
掃
部
寮
、

自
御
在
所
東
階
下
、
到
日
花
門
代
外
、
令
敷
莚
道
、
其
上
内
蔵
寮
敷
布
單
紫
絹｣

(


)

と

の
記
述
が
あ
る
。
元
服
儀
の
開
始
に
あ
た
り
、
主
殿
寮
が

｢

東
宮
御
方
中
門
前
幔
門｣

を
撤
し
、
掃
部
寮
が
莚
道
を
敷
き
、
そ
の
上
に
内
蔵
寮
が
布
單
を
敷
い
て
い
る
こ
と

か
ら
、
主
殿
寮
、
掃
部
寮
、
内
蔵
寮
は
儀
式
当
日
に
不
可
欠
な
人
員
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
二
条
元
服
の
事
例
に
お
い
て
も

｢

諸
卿
或
参
向
、
或
於
陣
座
前
屏
外
跪

居
、
掃
部
寮
供
莚
道
、
内
蔵
寮
其
上
敷
緑
絹
、
以
西
小
寝
殿
為
春
宮
御
所

(

�)

、｣

と
あ

り
、
こ
こ
で
も
掃
部
寮
が
供
え
た
莚
道
の
上
に
緑
絹
を
敷
く
内
蔵
寮
の
姿
を
確
認
で

き
る
。
東
宮
元
服
で
は
、
主
殿
寮
、
掃
部
寮
な
ど
と
と
も
に
内
蔵
寮
が
勤
仕
し
て
い

た
。
そ
し
て
周
知
の
よ
う
に
内
蔵
寮
に
つ
い
て
は
、『

教
言
卿
記』

の
記
主
山
科
教

言
を
含
め
山
科
家
が
内
蔵
頭
を
世
襲
し
て
い
た

(

�)

。
に
も
か
か
わ
ら
ず

『

教
言
卿
記』

に
は
、
義
嗣
元
服
に
お
け
る
内
蔵
寮
に
関
す
る
情
報
が
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
内
蔵
寮
が
義
嗣
の
元
服
に
関
与
し
て
い
た
の
な
ら
ば
、
な
ん
ら
か
の
言
及
が

あ
っ
た
は
ず
で
あ
ろ
う

(

)

。
し
た
が
っ
て
、
義
嗣
元
服
に
お
い
て
は
、
東
宮
元
服
に
不

可
欠
な
要
素
で
あ
っ
た
内
蔵
寮
が
参
与
し
て
い
な
い
可
能
性
が
極
め
て
高
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

本
章
の
内
容
を
ま
と
め
よ
う
。
内
裏
元
服
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
紫
宸
殿
な
の
か

清
涼
殿
な
の
か
で
、
ま
る
で
意
味
合
い
が
異
な
っ
た
が
、
義
嗣
に
つ
い
て
は
そ
の
詳

細
が
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、
義
嗣
元
服
が
東
宮
準
拠
で
あ
る
な
ら
ば
、
後
小
松
天

皇
の
不
参
加
や
義
満(

上
皇)

の
参
加
は
あ
り
え
ず
、
加
冠
役
の
あ
り
方
、
春
宮
坊
・

内
蔵
寮
の
不
参
か
ら
も
義
嗣
の
元
服
儀
を
東
宮
準
拠
と
は
み
な
せ
な
い
。
義
嗣
元
服

の
実
態
は
東
宮
元
服
の
あ
り
方
か
ら
あ
ま
り
に
も
か
け
離
れ
て
い
る
。
で
は
、(

東

宮
以
外
の
単
な
る)

親
王
元
服
に
準
拠
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、

東
宮
や
親
王
以
外
の
範
疇
で
も
位
置
づ
け
可
能
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
章
を
改
め

て
確
認
し
た
い
。

第
三
章

親
王
元
服
と
摂
関
家
元
服

第
一
節

親
王
元
服
に
お
け
る
貴
賓

義
嗣
の
加
冠
役
を
つ
と
め
た
二
条
満
基
は
、
傅
で
は
な
か
っ
た
が
内
大
臣
と
い
う

高
官
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
手
が
か
り
に
親
王
の
元
服
に
お
け
る
加
冠
役
の
あ
り

方
と
比
較
し
た
い
。

ま
ず
は
雅
仁
親
王

(

後
白
河)

か
ら
確
認
す
る
と

｢

次
又
召
人
如
初
、
頭
中
将
参

進
、
承
仰
召
加
冠
大
臣
、
大
臣
左
府

参
進
着
座

(

�)｣

と
あ
り
、
雅
仁
親
王

(

後
白
河
天

皇)

の
加
冠
役
は
左
大
臣

(

源
有
仁)

で
あ
っ
た
。
こ
の
有
仁
に
よ
る
加
冠
役
勤
仕

は
、
鳥
羽
院
の
強
い
意
向
を
受
け
て
の
も
の
と
思
わ
れ
る

(

�)

。
鳥
羽
院
は
日
頃
か
ら
面

倒
を
見
て
い
た
有
仁
に
庶
子
雅
仁
の
加
冠
役
を
つ
と
め
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
他
の

事
例
に
目
を
移
す
と
後
二
条
院
の
子
孫

(

大
覚
寺
統
の
末
裔)

で
あ
る
邦
康
親
王
は
、

｢

仙
洞
法
皇｣

(

貞
成
親
王)

の
養
子
と
し
て
親
王
宣
下
を
受
け
る
こ
と
で
、
四
十
歳

に
至
っ
て
元
服
を
遂
げ
た
が
、
そ
の
と
き
の
加
冠
役
は
一
条
兼
良
で
あ
っ
た

(

�)

。
廟
堂

に
特
に
強
い
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
と
は
想
定
し
づ
ら
い
邦
康
親
王
の
加
冠
役
を
、

当
代
き
っ
て
の
実
力
者
で
あ
る
一
条
兼
良
が
つ
と
め
て
い
る
。
養
子
関
係
が
結
ば
れ

て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
人
選
に
は
貞
成
の
意
向
が
反
映
し
て
い
る
も
の

と
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
両
親
王
の
加
冠
役
は
、
い
か
な
る
基
準
で
選
択
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
共
通
点
を
求
め
る
な
ら
ば
、
事
実
上
の
後
見
人
た
る
上
皇

(

に
相
当
す

る
人
物)

が
、
自
ら
の
信
頼
す
る
実
力
者
で
あ
っ
た
り
、
親
王
の
烏
帽
子
親
た
る
に
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相
応
し
い
人
物
を
選
ん
で
勤
仕
さ
せ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
で
あ
る
な

ら
ば
、
義
満
と
二
条
良
基
の
関
係
を
鑑
み
た
と
き
、
義
嗣
を
親
王
に
擬
し
た
上
で
義

満
が
良
基
の
後
継
者
た
る
二
条
満
基
に
加
冠
役
を
つ
と
め
さ
せ
た
可
能
性
は
十
分
に

考
え
ら
れ
る
。
加
冠
役
の
人
選
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
義
嗣
の
元
服
を
親
王
元
服
の

枠
組
み
で
解
釈
す
る
余
地
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。

次
に
、
義
嗣
元
服
の
特
徴
で
あ
る
義
満
の
参
加
に
つ
い
て
考
え
る
。
本
人
の
参
加

こ
そ
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
中
世
に
お
け
る
東
宮
元
服
で
は
上
皇
の
影
響
力
が
非
常

に
顕
著
で
あ
る
。
既
掲
載
史
料
に
お
い
て
も
垣
間
見
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
改
め
て

確
認
し
て
お
く
と
、
亀
山
元
服
の
準
備
が
本
格
化
す
る
際
に
花
山
院
師
継
が
詳
細
を

説
明
す
る
べ
く
後
嵯
峨
上
皇
の
も
と
に
参
上
し
て
い
る
こ
と
か
ら

(

�)

、
東
宮
元
服
に
対

し
て
、
上
皇
の
関
与
は
自
明
の
前
提
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当
然
、
親
王
元
服

に
つ
い
て
も
、
同
様
の
傾
向
が
あ
る
。

早
旦
、
御
幸
白
川
如
例
、
�
時
三
宮
若
宮
被
参
院
輔
仁
親
王
第
一
息
、
春
秋
十
三
、

母
故
中
宮
大
夫
師
忠
卿
女
俊
綱
娘

、
日
来

密
々
有
御
猶
子
之
約
云
々
、
今
日
即
被
加
首
服
也

(
略)
右
大
臣
加
冠
、
上
皇

給
龍
蹄
一
疋

(

略)

次
依
御
旨
上
御
、
即
於
簾
前
有
御
対
面
、
小
時
帰
御

(

�)

、

後
の
源
有
仁
は
、
こ
の
と
き
ま
だ
臣
籍
降
下
し
て
お
ら
ず
、
白
河
院
の
猶
子
と
し

て
白
河
院
御
所
で
元
服
を
遂
げ
た
が
、
そ
の
際
、
右
大
臣
へ
の
禄
を
白
河
院
自
ら
が

下
賜
し
、
有
仁
が

｢

帰
御｣

す
る
前
に
両
者
は
対
面
を
遂
げ
て
い
る
。
親
王
元
服
に

他
な
ら
な
か
っ
た
有
仁
の
元
服
は
、
白
河
院
の
全
面
的
な
関
与
の
も
と
、
そ
の
仙
洞

御
所
で
執
行
さ
れ
た
の
で
あ
る

(

�)

。
他
に
も
守
貞
親
王

(

後
高
倉
院)

元
服
で
は
、
後

白
河
院
が

｢

今
宮
御
元
服
事｣

を
諮
問
し
て
お
り
、
細
部
に
わ
た
っ
て
、
後
白
河
院

の
関
与
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る

(

�)

。

院
政
期
以
降
、
東
宮
、
親
王
を
問
わ
ず
元
服
儀
に
対
し
て
上
皇
は
強
く
関
与
し
て

い
た
。
し
た
が
っ
て
、｢

ふ
つ
う
の
親
王｣

の
元
服
な
ら
ば
、
上
皇
臨
席
が
一
般
的

と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
。
そ
こ
で
、
親
王
元
服
に
お
い
て
、

上
皇
は
当
日
の
式
そ
の
も
の
に
出
席
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
。

同
時
に
天
皇
が
欠
席
す
る
と
い
う
事
例
の
有
無
に
つ
い
て
も
瞥
見
し
て
お
く
。
ま
ず

は
雅
仁
親
王

(

後
白
河)

の
事
例
を
見
る
と

｢

仙
院
出
御
、
召
人
、
頭
中
将
教
長
朝

臣
参
進
、
承
仰
召
親
王
、
親
王
出
殿
上
、
着
御
前
座
給
東
面｣

(

�)

と
あ
り

｢

仙
院｣

(

鳥

羽
上
皇)

の
召
し
に
よ
り
親
王
が
参
上
し
、
元
服
儀
が
開
始
し
て
い
る
。
鳥
羽
上
皇

の
臨
席
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
次
に
、
久
明
親
王
の
事
例
を
取
り
上
げ
る
。

予
相
具
参
仙
洞

(

略)

午
斜
諸
卿
参
集

(

略)

次
親
王
令
著
殿
上
給
小
臺
盤

上
程

、
出

御
自
対
代
南
面
、
令
経
中
門
廊
給
、
三
条
大
納
言
実
重

奉
扶
持
之
、
次
上
皇
御
束
帯

紫
御
袍

出
御
寝
殿
御
座
、
執
柄
候
簾
中

(

略)

今
夜
親
王
勅
授
事
可
被
宣
下
云
々
、
内

大
臣
殿
令
奉
行
給
、
兵
杖
辞
退
已
後
未
無
御
著
陣
、
俄
有
御
著
陣
、
即
令
参
内

給

(

�)

、

久
明
親
王
の
元
服
に
際
し
て
広
橋
兼
仲
は
仙
洞
に
参
上
す
る
と
、
や
が
て
諸
卿
も

参
集
し
、
親
王
が
殿
上
に
着
座
し
た
後
に
、
後
深
草
上
皇
が
出
御
し
た
。
一
方
、
当

日
の
内
裏
で
は

｢

親
王
勅
授
事｣

の
宣
下
が
あ
り
、
鷹
司
兼
忠

(｢

内
大
臣
殿｣)

が

参
内
し
て
い
る
。
久
明
親
王
の
元
服
は
仙
洞
御
所
で
行
わ
れ
、
後
深
草
上
皇
が
臨
席

し
た
一
方
で
、
伏
見
天
皇
は
内
裏
に
い
た
可
能
性
が
高
い
。

親
王
元
服
に
お
い
て
は
、｢

上
皇
が
参
席
し
、
天
皇
は
不
在｣

と
い
う
あ
り
方
が

十
分
あ
り
え
た
。
二
条
満
基
と
い
う
加
冠
の
人
選
、
義
満

(

上
皇)

の
臨
席
と
後
小

松
天
皇
の
欠
席
と
い
う
義
嗣
元
服
の
あ
り
方
は
、
親
王
元
服
準
拠
と
い
う
脈
絡
で
十

分
に
解
釈
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

第
二
節

義
嗣
の
元
服
と
親
王
元
服

本
節
で
は
参
加
し
た
貴
賓
以
外
の
要
素
か
ら
、
義
嗣
の
元
服
が
親
王
準
拠
と
い
え

る
か
ど
う
か
考
え
て
み
た
い
。
何
度
も
繰
り
返
し
て
い
る
よ
う
に
、
義
嗣
元
服
の
最

大
の
特
徴
は
、
内
裏
で
の
挙
行
、
こ
れ
に
尽
き
る
。
そ
こ
で
、
既
に
第
二
章
第
一
節

及
び
行
論
の
端
々
に
触
れ
て
き
た
が
、
再
度
、
親
王
が
元
服
儀
を
行
っ
た
場
所
に
つ

い
て
確
認
す
る
。
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前
節
で
既
述
し
た
よ
う
に
久
明
親
王
は
仙
洞
の
御
前
、
す
な
わ
ち
院
御
所
で
元
服

儀
を
執
り
行
っ
た
が
、
宗
尊
親
王
の
事
例
を
確
か
め
る
と
、｢

晴
、
親
王
家
上
皇
第
一

皇
子

、

於
仙
洞
御
首
服
、
被
用
保
延
例
、
加
冠
左
大
臣
兼
平｣

(

	)

と
い
う
記
述
が
あ
り
、
や
は

り
院
御
所
で
元
服
し
て
い
る
。
上
皇
の
臨
席
が
あ
る
以
上
、
親
王
元
服
は
仙
洞
御
所

で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
で
は
、
必
ず
仙
洞
御
所
で
行
っ
て
い
た
か
と
い
う

と
、
そ
う
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
第
一
章
第
三
節
で
既
述
し
た
よ
う
に
、
雅
仁
親

王

(

後
白
河)

は
三
条
高
倉
院
の
待
賢
門
院
御
所
に
て
元
服
儀
を
執
り
行
っ
て
い
る
。

ま
た
邦
仁
親
王

(

後
嵯
峨
天
皇)
の
元
服
儀
に
つ
い
て
は

｢

今
日
若
宮
御
歳
廿
三
、
土

御
門
院
第
三
宮

、

於
承
明
門
院
御
所
土
御
門
殿

、
有
御
元
服
儀
云
々

(


)

、｣

と
の
記
述
か
ら
、
承
明
門
院

(

在
子)

の
御
所
に
て
挙
行
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
親
王
元
服
は
女
院
御
所
で
行
う
こ
と
も

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
章
第
一
節

(
表
③)

で
述
べ
た
よ
う
に
内
裏
で
開

催
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
義
嗣
元
服
に
比
較
的
近
い
時
代
の
事
例
と
し
て
は
邦
省
親

王
や
尊
良
親
王
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

親
王
元
服
の
挙
行
場
所
は
、
院
御
所
、
女
院
御
所
、
内
裏
な
ど
、
そ
の
と
き
ど
き

の
状
況
に
応
じ
て
選
ば
れ
て
い
た
。
北
朝
の
場
合
、
仙
洞
御
所
で
行
わ
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
が
、
直
仁
親
王

(

後
円
融
、『

御
遊
抄』)

や
躬
仁
親
王

(
称
光
、
第
二
章

第
一
節)

は
内
裏
で
行
っ
て
い
る
。
内
裏
挙
行
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
義
嗣
元
服

を
親
王
元
服
準
拠
の
枠
組
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

さ
ら
に
御
遊
と
い
う
観
点
か
ら
、
同
様
の
考
察
を
続
け
た
い
。
雅
仁
親
王

(

後
白

河)

の
事
例
を
確
認
す
る
と
、
親
王
が
休
盧
に
戻
る
と
、
次
い
で
御
遊
が
行
わ
れ
、

そ
の
後
に
諸
卿
及
び
鳥
羽
上
皇
が
退
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら

(

�)

、
親
王
元
服
の
次
第
の

一
つ
と
し
て
御
遊
の
存
在
を
指
摘
で
き
る
。
御
遊
と
は
、
朝
廷
行
事
に
付
随
し
て
天

皇
・
上
皇
の
御
前
で
行
わ
れ
る

(

原
則
と
し
て)

堂
上
貴
族
に
よ
る
管
絃
の
演
奏
会

で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
何
度
か
引
用
し
て
き
た

『

御
遊
抄』

は
、
御
遊
の
所
作
人

を
十
世
紀
か
ら
十
五
世
紀
ま
で
の
期
間
、
行
事
ご
と
に
分
類
し
て
一
覧
化
し
た
史
料

で
あ
る
。
そ
の

｢

東
宮
元
服｣

の
項
を
見
る
と
、
聖
武
天
皇
か
ら
二
条
天
皇
ま
で
の

間
の
時
期
に
つ
い
て
は

｢

吹
笛
唱
歌｣

と
い
う
表
現
で
あ
っ
た
り
、
行
わ
れ
な
い
こ

と
も
多
か
っ
た
御
遊
が
、
順
徳
院
以
降
は
毎
回
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
鎌
倉
期
以
降
の
東
宮
元
服
に
お
い
て
は
必
ず
御
遊
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
同
じ
く

『

御
遊
抄』

の

｢

親
王
元
服｣

の
項
を
見
る
と
、
後
白
河
以
降
の
一
八

例
中
、
一
〇
例
で
御
遊
が
行
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
大
覚
寺
統
の
後
醍
醐
、
恒
明
親

王
、
邦
省
親
王
、
世
良
親
王
、
儀
良
親
王
の
元
服
に
お
い
て
は

｢

無
御
遊｣

と
明
記

さ
れ
て
お
り

(

尊
良
親
王
は
行
っ
て
い
る)

、
持
明
院
統
に
つ
い
て
も
崇
光

(

直
仁

親
王)

が
行
っ
て
い
る
一
方
で
、
後
円
融

(

緒
仁
親
王)

、
称
光

(

躬
仁
親
王)

、
後

土
御
門

(

成
仁
親
王)

は
行
っ
て
い
な
い
。
後
に
崇
光
流
と
な
る
持
明
院
流
本
流
の

親
王
は
元
服
に
お
い
て
御
遊
を
催
し
た
が
、
大
覚
寺
統
や
崇
光
流
に
代
わ
っ
て
北
朝

の
正
統
と
な
る
後
光
厳
流
な
ど
の
皇
統
の
場
合
、
必
ず
し
も
行
う
と
は
限
ら
な
か
っ

た
と
い
え
よ
う

(

�)

。
そ
れ
で
は
義
嗣
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。『

教
言
卿
記』

を
見
る
限

り
義
嗣
の
元
服
儀
に
お
い
て
御
遊
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
後
光
厳
流
の

親
王
元
服
と
い
う
枠
組
で
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
義
嗣
の
元
服
儀
は
後
光
厳
流
の
親
王
元
服
儀
に
准
え
た
の
で

は
な
い
か
、
と
の
仮
説
が
浮
か
び
上
が
る
。
し
か
し
、
一
点
、
ど
う
し
て
も
そ
の
よ

う
な
脈
絡
で
は
解
釈
で
き
な
い
事
象
が
あ
る
。

『

公
卿
補
任』

の
応
永
一
五
年
の
項
を
紐
解
く
と
、
義
嗣
は
同
年
の
三
月
四
日
に

叙
爵
し
、
同
じ
月
の
二
四
日
に
正
五
位
下
左
馬
頭
に
叙
さ
れ
て
い
る
。
元
服
儀
が
執

り
行
わ
れ
た
の
は
翌
四
月
の
二
五
日
で
あ
り
、
そ
の
日
の
う
ち
に
正
三
位
へ
と
昇
進

し
た
。
義
嗣
は
一
旦
、
正
五
位
下
に
任
官
し
た
後
、
元
服
と
同
日
に
正
三
位
に
叙
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
元
服
前
に
任
官
す
る
と
い
う
の
は
珍
し
い
ケ
ー
ス
で
あ
ろ
う
が
、

叙
爵
し
て
か
ら
正
五
位
下
に
叙
さ
れ
る
と
い
う
流
れ
は
、
義
持
と
同
じ
で
、
摂
関
家

に
倣
っ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い

(

)

。
ま
た
一
旦
、
正
五
位
下
左
馬
頭
に
任
官
し
て
い
る

以
上
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
将
来
の
即
位
が
予
定
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。

そ
こ
で
、
将
来
の
即
位
を
前
提
に
し
て
い
な
い
親
王
の
元
服
儀
を
素
材
に
、
親
王
の
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叙
任
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

す
で
に
先
行
研
究
を
引
用
し
た
よ
う
に
、
雅
仁
親
王

(

後
白
河)

は
元
服
の
時
点

に
お
い
て
、
将
来
の
即
位
は
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
御
遊
に
関
す
る
考
察
の
な

か
で
先
に
引
用
し
た
雅
仁
元
服
の
史
料
に
は

｢

伝
聞
、
自
内
裏
以
職
事
頭
中
将

隆
定

、
被
申

叙
品
之
由

(

略)
次
、
親
王
着
従
袍
有
文
帯

、
執
笏
件
御
袍
笏
等
自
是
前
関

白
被
献
、
自
余
物
不
改

、
如
初
進
南
庭
、
拝

舞
了

(

�)

、｣

と
の
記
述
が
続
く
。
雅
仁
親
王
は
元
服
儀
終
了
の
後
、
当
日
の
う
ち
に
叙

品
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
親
王
元
服
と
叙
品
は
一
連
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た

可
能
性
を
指
摘
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
後
二
条
の
子
孫
で
あ
る
邦
康
親
王
に
つ
い
て
も

元
服
当
日
に

｢

令
叙
三
品
給
、
又
令
任
中
務
卿
給

(

�)｣

っ
た
。
ま
た
第
三
章
第
一
節
で

史
料
を
引
用
し
た
が
、
宗
尊
親
王
も
元
服
儀
当
日
に
三
位
中
務
卿
に
任
じ
ら
れ
て
い

る
。
将
来
の
即
位
が
予
定
さ
れ
て
い
な
い
親
王
は
、
元
服
儀
と
同
日
に

｢

三
位
＋
八

省
長
官｣

に
任
じ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る

(

�)

。

義
嗣
は
、
元
服
と
前
後
し
て
叙
位
任
官
を
経
験
し
て
お
り
、
将
来
の
即
位
を
予
定

さ
れ
た
親
王
と
扱
わ
れ
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
の
は
勿
論
の
こ
と
、
元
服
同
日
に

｢

三
位
＋
八
省
長
官｣

と
い
う
叙
任
を
受
け
た
わ
け
で
も
な
い
。
彼
が
元
服
の
前�

日�

に
任
官
さ
れ
た
の
は
左
馬
頭
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
即
位
を
予
定
さ
れ
な
い
親
王
の

元
服
儀
と
も
異
な
る
の
で
あ
る
。

義
嗣
の
元
服
は
、
内
裏
で
行
わ
れ
た
御
遊
の
な
い
元
服
儀
で
あ
り
、
後
光
厳
流
の

親
王
元
服
と
の
親
近
性
を
伺
わ
せ
る
要
素
も
あ
る
が
、
叙
位
任
官
の
あ
り
方
か
ら
は

親
王
準
拠
と
は
位
置
づ
け
が
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
次
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、｢

内

裏
挙
行｣

｢

御
遊
な
し｣

と
い
う
要
素
と
、｢

叙
位
任
官
の
あ
り
方｣

の
ど
ち
ら
を
重

視
す
る
か
、
と
い
う
判
断
で
あ
ろ
う
。

第
三
節

摂
関
家
の
元
服

前
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
足
利
義
嗣
の
元
服
を
彩
る
い
く
つ
か
の
特
徴
は
、

親
王
元
服
と
い
う
枠
組
で
理
解
可
能
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
①
義
満

(

上
皇)

の

出
席
と
後
小
松
天
皇
の
不
在
、
②
加
冠
役
と
し
て
の
二
条
満
基
、
③
内
裏
で
の
開
催
、

④
御
遊
の
不
挙
行
、
以
上
の
四
点
は
後
光
厳
流
の
親
王
元
服
儀
の
あ
り
方
と
共
通
す

る
。
し
か
し
、
そ
の
う
ち
、
①
④
は
、
そ
も
そ
も
の
前
提
に
あ
る

｢

義
嗣
の
元
服
は

東
宮
あ
る
い
は
親
王
元
服
に
準
拠
し
た
の
で
は
な
い
か｣

と
の
仮
定
を
外
し
、｢

一

般
人
臣
で
あ
る
足
利
家
の
元
服
儀｣

と
考
え
れ
ば
、
ご
く
当
た
り
前
の
現
象
で
あ
る
。

①
に
つ
い
て
い
え
ば
、
元
服
に
あ
た
っ
て
父
親
が
出
席
す
る
と
い
う
の
は
、
至
極
当

然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
東
宮
・
親
王
以
外
の
元
服
儀
に
天
皇
が
出
席
す
る
こ
と
の

方
が
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
④
に
つ
い
て
も
、
天
皇
・
上
皇
が
主
催
す
る
か
ら

｢

御
遊｣

で
あ
り
、
人
臣
の
元
服
儀
で
あ
る
な
ら
ば
、
御
遊
な
ど
あ
る
は
ず
な
い
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
本
章
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
考
察
結
果
は
、｢

義
嗣
元
服
は
親
王
元
服

に
準
拠
し
た
と
考
え
て
も
矛
盾
し
な
い｣

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、｢

親
王
元
服
と
い

う
脈
絡
以
外
で
は
理
解
で
き
な
い｣

と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
①
〜
④
の
義

嗣
元
服
に
見
ら
れ
る
諸
特
徴
で
、
一
般
人
臣
の
元
服
儀
で
は
想
定
し
が
た
く
、
親
王

準
拠
に
固
有
の
現
象
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
②
の

｢

内
裏
で
の
挙
行｣

、

③
の

｢

加
冠
役
が
大
臣
で
あ
り
か
つ
摂
関
家
の
二
条
満
基｣

と
い
う
二
点
に
絞
ら
れ

る
。と

こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
足
利
家
の
基
本
的
な
家
格
は
摂
関
家
格
で
あ
っ
た

(

�)

。
な
ら

ば
義
嗣
の
元
服
儀
に
つ
い
て
も
、
摂
関
家
に
倣
っ
て
挙
行
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
前
節
ま
で
と
は
少
し
視
点
を
変
え
て
、
摂
関
家
の
元
服
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
は
、
内
裏
で
の
挙
行
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
摂
関
家
の
元
服
儀
が
執
り

行
わ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、
近
衛
経
忠
の
事
例
で

あ
る
。今

日
関
白
子
息
、
於
院
御
所
常
磐
井
殿

、
加
元
服
云
々
、
仍
遣
冠
一
、
半
襲
下
襲
表

袴
等
但
半
襲
下
襲
表
袴
、
参
内
之
後
、
禁
色

宣
下
之
後
遣
之
也
、
於
冠
者
先
所
遣
也

、
丑
尅
関
白
相
具
子
息
参
入
先
是
於
院
加
元
服
了
云
々
、
後
聞
、

光
藤
朝
臣
理
髪
、
内
府
加
冠
云
々
、

上
皇
出
御
云
々
、
又

被
引
御
馬
二
疋
云
々

、
関
白
即
退
出

(

�)

、
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近
衛
経
忠
は
院
御
所
で
あ
る
常
磐
井
殿
で
元
服
し
て
お
り
、
こ
の
と
き
花
園
天
皇

は
自
ら

｢
冠
一
、
半
襲
下
襲
表
袴
等｣

を
遣
わ
せ
て
い
る

(

後
述)

。
ま
た
近
衛
基

平
の
元
服
儀
に
つ
い
て
も

｢

近
衛
前
関
白
息
名
字
基
平

於
仙
洞
御
元
服
、
即
叙
正
五
位
下
、

被
仰
禁
色
事

(

�)
、｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
摂
関
家
の
子
息
は
院
御
所
で
元
服
儀
を
遂
げ

る
こ
と
が
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
当
然
そ
の
場
合
は
、
上
皇
も
何
ら
か
の
形
で
関

与
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、
実
は
摂
関
家
に
は
、
内
裏
で
元
服
を
行
う
先
例

も
あ
っ
た
。『

古
事
類
苑』
の

｢
礼
式
部｣

を
紐
解
く
と
、｢

殿
上
元
服｣

と
し
て
、

藤
原
緒
嗣

(『

続
日
本
後
記』
承
和
十
年
七
月
庚
戌
条)

、
藤
原
時
平

(『

日
本
三
代

実
録』

仁
和
二
年
正
月
二
日
条)

、
藤
原
敦
忠

(

時
平
の
子

『

日
本
紀
略』

延
喜
二

一
年
正
月
二
五
日
条)

、
藤
原
頼
忠
息
男(『
日
本
紀
略』

天
元
三
年
二
月
二
五
日
条)

、

藤
原
道
信(

兼
家
の
子

『

日
本
紀
略』

寛
和
二
年
一
〇
月
二
一
日)

の
事
例
が
挙

げ
ら
れ
て
お
り
、
十
世
紀
に
ま
で
遡
れ
ば
、
摂
関
家

(
の
先
祖)

も
内
裏
で
元
服
を

遂
げ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
十
一
世
紀
以
降
に
事
例
が
な
い
の
で
、
異
例
と

い
う
感
こ
そ
否
め
な
い
も
の
の
、
義
嗣
の
内
裏
元
服
は
、
摂
関
家
の
故
実
で
も
説
明

で
き
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
加
冠
役
が
二
条
満
基
で
あ
っ
た
点
を
考
え
て
み
よ
う
。
義
嗣
元
服
儀
に
お

け
る
加
冠
役
は
二
条
満
基
に
よ
り
担
わ
れ
た
が
、
摂
関
家
の
元
服
儀
に
お
い
て
他
の

五
摂
家
の
当
主
が
加
冠
役
を
つ
と
め
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
鷹

司
兼
平
の
事
例
を
見
て
み
る
と
、
近
衛
兼
経
が

｢

小
童｣

(

の
ち
の
鷹
司
兼
平)
の

元
服
に
つ
い
て
九
条
道
家
に
相
談
し
、
そ
の
流
れ
の
中
で
道
家
が
加
冠
の
勤
仕
を
申

し
出
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

(

	)

。
兼
平
か
ら
見
て
道
家
は
伯
父
に
あ
た
る
の
で
、
摂
関

家
元
服
に
お
け
る
加
冠
役
は
近
親
者
か
ら
適
当
な
人
物
が
選
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
必
ず
し
も
五
摂
家
の
な
か
か
ら
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ

け
で
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
九
条
忠
家

(

九
条
教
実
の
子
で
、
道
家
の

嫡
孫)

の
加
冠
役
は
大
炊
御
門
家
嗣
だ
っ
た
し

(


)

、
近
衛
房
嗣
の
加
冠
役
は
足
利
義
持

で
あ
っ
た

(

�)

。

室
町
期
に
至
る
ま
で
、
摂
関
家
元
服
の
加
冠
役
に
は
、
身
近
な
人
物
か
ら
後
見
人

と
し
て
適
当
な
人
物
が
選
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
義
嗣
の
加
冠
役
を
つ
と
め
た
二

条
満
基
に
つ
い
て
も
、
足
利
義
満
の
公
家
社
会
に
お
け
る
指
南
役
で
あ
っ
た
二
条
良

基
の
孫
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
義
嗣
の
後
見
役
と
し
て
相
応
し
い
人
物
だ
っ
た

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
加
冠
役
の
人
選
に
つ
い
て
も
、
義
嗣
元
服
は
摂
関
家
故
実
の
枠

組
で
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
い
え
る
。

さ
て
、
最
後
に
も
う
一
点
、
考
え
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
実
は
、
第
一
章
第

一
節
で
義
嗣
元
服
の
特
徴
と
し
て
提
出
し
て
お
き
な
が
ら
、
こ
こ
ま
で
の
考
察
で
取

り
上
げ
な
か
っ
た
素
材
が
あ
る
。
そ
れ
は
�
と
し
て
挙
げ
た｢

禁
裏
御
服
御
物
具
云
々｣

に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
も
義
嗣
の
元
服
が
東
宮
な
い
し
親
王
に
准
え
て
挙
行
さ
れ

た
と
い
う
諸
説
の
有
力
な
論
拠
と
な
り
う
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
確
認
し
て
お
き
た

い
。先

に
近
衛
経
忠
の
事
例
に
お
い
て
、
花
園
天
皇
が

｢

冠
一
、
半
襲
下
襲
表
袴
等｣

を
遣
わ
し
た
こ
と
に
触
れ
た
が
、
摂
関
家
の
元
服
に
お
い
て

｢

禁
裏
御
服
御
物
具｣

を
使
用
し
た
先
例
の
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
十
分
に
了
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
れ
も
先
に
取
り
上
げ
た
事
例
だ
が
、
鷹
司
兼
平
の
元
服
儀
を
見

る
と
、
摂
関
家
と

｢

禁
裏
御
服
御
物
具｣

と
の
関
係
が
よ
り
明
確
に
な
る
。

又
主
上
御
元
服
以
前
也
、
仍
御
冠
御
装
束
等
、
可
被
用
誰
人
乎
、
略
儀
時
被
用

父
冠
有
例
、
今
度
於
此
所
有
元
服
者
、
頗
無
便
宜
歟
、
被
申
請
御
冠
如
何
、
嘉

応
主
上
未
御
元
服
、
院
御
出
家
、
普
賢
寺
入
道
殿
元
服
、
被
用
誰
人
冠
哉
無
所

見
、
若
有
一
覧
者
可
注
預

(

)

、

鷹
司
兼
平
の
元
服
に
あ
た
っ
て
、｢

主
上
未
御
元
服
、
院
御
出
家｣

に
よ
り
、｢

御

冠｣

を
借
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
処
置
に
つ
い
て
近
衛
兼
経

(

兄)

が
九

条
道
家

(

伯
父)
と
相
談
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
は
結
局
、
道
家
の
冠
を
使
っ
た
の

だ
が
、
そ
れ
が
一
つ
の
先
例
と
な
っ
て
い
っ
た
様
子
が
、
や
は
り
前
に
取
り
上
げ
た

九
条
忠
家
元
服
に
関
す
る
史
料
に
描
か
れ
て
い
る
。
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先
是
予
冠
令
放
巾
子
、
置
曹
司
冠
筥
上
、
先
例
申
請
公
家
御
冠
、
童
帝
之
時
申

上
皇
御
冠
、
今
度
共
以
勿
論
、
仍
以
予
冠
用
之
、
已
新
儀
也
、
但
去
年
中
納
言

中
将
兼
平
卿
元
服
之
時
、
用
予
冠

(

�)

、

九
条
忠
家
も
、
九
条
道
家
の
冠
を
使
っ
た
こ
と
、
そ
れ
は
前
述
の
兼
平
の
例
を
先

例
と
す
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は

｢

先
例
申
請
公
家

御
冠｣

と
い
う
記
述
で
あ
る
。
摂
関
家
の
先
例
で
は

｢

公
家
御
冠｣

を

｢

申
請｣

す

る
こ
と
が
、
基
本
的
な
あ
り
方
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
義
嗣
元
服
に
お
け
る

｢

禁
裏
御

服
御
物
具
云
々｣

が
、
具
体
的
に
い
か
な
る
内
容
で
あ
る
か
が
不
分
明
な
た
め
軽
率

な
判
断
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
天
皇
家
の
所
有
す
る
衣
類
や
物
品
を
用
い
た

か
ら
と
い
っ
て
、
す
ぐ
さ
ま
東
宮
な
り
親
王
に
準
拠
し
て
い
た
と
い
え
な
い
こ
と
は

確
か
で
あ
る

(

�)

。

足
利
義
嗣
の
元
服
は
、
東
宮
元
服
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
一
方
、

親
王
元
服
と
い
う
脈
絡
な
ら
ば
理
解
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
要
素
は

す
べ
て
、
摂
関
家
の
元
服
の
枠
組
に
収
め
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

｢

義
嗣
元
服
の
諸
要
素
の
多
く
は
親
王
元
服
に
準
拠
し
た
と
考
え
て
も
矛
盾
し
な
い｣

と
は
い
え
、｢

親
王
元
服
と
い
う
脈
絡
以
外
で
は
理
解
で
き
な
い｣
と
い
う
こ
と
で

は
決
し
て
な
い
。
む
し
ろ
叙
任
の
あ
り
方
な
ど
、
親
王
元
服
で
は
考
え
が
た
い
状
況

も
存
在
す
る
こ
と
へ
の
留
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

結
局
、
足
利
義
嗣
の
元
服
儀
に
つ
い
て
貞
成
親
王
が
、｢

し
ん
わ
う
御
け
ん
ふ
く

の
準
拠
な
る
よ
し｣

と
記
し
た
の
は
、｢

厳
密
に
親
王
元
服
に
准
え
て
挙
行
さ
れ
た｣

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、｢

一
見
、
親
王
元
服
に
似
た
形
態
で
挙
行
さ
れ
た｣

と
い

う
意
味
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『

椿
葉
記』

の
記
載
は
、
足
利
家

の
家
格
に
つ
い
て
厳
密
な
情
報
を
我
々
に
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て

や
そ
こ
か
ら
天
皇
家
を
簒
奪
し
よ
う
と
す
る
足
利
義
満
の
意
図
な
ど
、
読
み
と
る
べ

く
も
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
む
し
ろ
記
主
の
貞
成
親
王
が
、
こ
の
よ
う
に
微
妙

な
表
現
を
用
い
た
理
由
こ
そ
究
明
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て

は
本
稿
の
論
旨
を
超
え
る
も
の
と
な
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
足
利
義
嗣
の
元
服
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。
し
か
し
結
局
、
な
ぜ

内
裏
で
挙
行
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
最
大
の
課
題
は
未
解
決
の
ま
ま
残
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
も
そ
も
義
満
に
と
っ
て
、
当
時
の
内
裏
と
は
、
い
か
な
る
性
質
を
持
っ
た
建

造
物
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
ず
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
応
永
一
五
年
当
時
の

内
裏
が
、
義
満
の
主
体
的
な
関
与
の
も
と
で
造
営
さ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る

(

�)

。
義

嗣
が
元
服
儀
を
遂
げ
た
内
裏
と
は
義
満
が
パ
ト
ロ
ン
と
な
っ
て
造
営
し
た
御
所
だ
っ

た
。
な
ら
ば
、
義
嗣
の
内
裏
元
服
は
、
義
満
に
よ
る
、
あ
る
種
の
公
私
混
同
に
過
ぎ

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
仮
に
義
満
の
公
私
混
同
を
理
由
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

よ
う
な
恣
意
が
実
現
し
た
要
因
を
探
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
考
え
る
ヒ
ン

ト
は
、
本
論
で
述
べ
た
よ
う
に
、
摂
関
家
の
人
物
が
内
裏
で
元
服
儀
を
遂
げ
え
た
と

い
う
事
実
に
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
そ
の
一
人
で
あ
る
藤
原
公
任
に
つ
い
て
は

｢

関
白
太
政
大
臣
藤
原
頼
忠

朝
臣
嫡
子
公
任
、
於
殿
上
元
服
、
天
皇
手
自
授
冠
加
首

(

�)｣

と
あ
る
よ
う
に
、
天
皇
自

ら
が
加
冠
し
て
お
り
、
醍
醐
天
皇
と
公
任
の
関
係
が
、
極
め
て
近
し
い
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
大
覚
寺
統
の
皇
子
で
あ
る
世
良
親
王
も
、｢

宮
中｣

に

て
元
服
儀
を
挙
行
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
養
母
で
あ
る
女
院

(

昭
慶
門
院
、
世
良

親
王
の
実
母
は
遊
義
門
院)

が
今
際
の
き
わ
に
あ
た
っ
て

｢

死
ぬ
前
に
そ
の
姿
を
見

て
お
き
た
い｣

と
懇
願
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
急
遽
、
実
現
し
た
も
の
で
あ
る

(

�)

。
昭

慶
門
院
と
の
養
母
子
関
係
に
よ
り
、｢

宮
中｣

で
の
挙
行
が
実
現
し
た
と
判
断
で
き

よ
う
。｢
宮
中｣

が
内
裏
な
の
か
女
院
御
所
な
の
か
は
俄
に
判
断
で
き
な
い
が
、
昭

慶
門
院
の
面
前
で
挙
行
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
元
服
者
と
挙
行
場
所
の
家
主

は
親
子
関
係
に
相
当
す
る
よ
う
な
、
極
め
て
近
し
い
関
係
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
な
ら
ば
、
摂
関
家
に
内
裏
で
の
元
服
が
可
能
だ
っ
た
背
景
に
は
、
内
裏
の
家
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主
(

＝
天
皇
家)

と
の
特
段
に
親
し
い
関
係

(

＝
ミ
ウ
チ
関
係)

が
あ
っ
た
と
い
え

ま
い
か
。
家
永
遵
嗣
氏
が

｢

義
満
・
義
持
の
二
代
、
足
利
氏
家
督
は
後
光
厳
流
皇
統

と
強
固
な
ミ
ウ
チ
関
係
で
結
び
つ
い
て
い
た

(

�)｣

と
述
べ
る
よ
う
に
、
当
該
期
の
義
満

(

＝
足
利
家
将
軍
家)

と
後
小
松
天
皇

(

北
朝
天
皇
家)

に
は

｢

ミ
ウ
チ
関
係｣

が

存
在
し
て
い
た
。
な
ら
ば
、
義
嗣
の
内
裏
元
服
の
背
景
に
は
、
当
時
の
義
満
と
後
小

松
天
皇

(

内
裏
の
家
主)
と
の

｢

ミ
ウ
チ
関
係｣

を
想
定
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

仮
に
、
義
嗣
元
服
の
内
裏
挙
行
が

｢

ミ
ウ
チ
関
係｣

を
背
景
と
し
た
、
義
満
の
公

私
混
同
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
義
満
に
、
な
ん
ら
か
の
深
い
政
治
的

意
図
が
あ
っ
た
と
す
る
前
提
そ
の
も
の
に
疑
問
が
湧
く
。
今
谷
氏
は
、
義
満
の
政
治

的
行
動
を
す
べ
て

｢

王
権
簒
奪
計
画｣

の
脈
絡
の
な
か
で
位
置
づ
け
た
が
、
そ
も
そ

も
義
満
は
、〈

周
到
な
計
画
を
準
備
し
、
そ
れ
に
則
っ
て
、
論
理
的
に
首
尾
一
貫
し

た
政
治
行
動
を
と
り
続
け
る〉

と
い
っ
た
タ
イ
プ
の
政
治
家
だ
っ
た
の
か
。
こ
の
点

に
つ
い
て
筆
者
は
、
や
や
否
定
的
に
見
て
い
る
。
例
え
ば
、
出
家
後
の
義
満
が
自
己

を
法
皇
に
准
え
て
行
動
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、『

室
町
の
王
権』

に
お
い
て

も
極
め
て
実
証
的
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
部
分
に
関
す
る
批
判
は
管
見
の
限
り

存
在
し
な
い
よ
う
で
あ
る
し
、
筆
者
に
お
い
て
も
、
特
に
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
一
方
で
第
三
章
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
義
嗣
の
叙
任
の
あ
り
方
は
摂
関
家

の
そ
れ
に
極
め
て
類
似
し
て
い
た
。
こ
の
二
現
象
は
、
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る

(
�)
。

お
そ
ら
く
義
満
は
、
長
期
的
な
ス
パ
ン
で
ひ
と
つ
一
つ
周
到
に
布
石
を
打
っ
て
い
く

の
で
は
な
く
、
そ
の
場
そ
の
場
で
最
適
な
判
断
を
積
み
上
げ
て
い
く
と
い
う
タ
イ
プ

の
政
治
家
で
あ
り
、
各
々
の
政
治
的
判
断
が
全
体
と
し
て
一
貫
し
た
整
合
性
を
持
つ

か
否
か
に
は
、
さ
ほ
ど
力
点
を
置
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

内
裏
挙
行
に
つ
い
て
も
、
義
嗣
に
な
ん
ら
か
の
政
治
的
地
位
を
想
定
し
た
上
で
内

裏
と
い
う
場
所
を
選
ん
だ
と
い
う
よ
り
も
、｢

自
分
が
事
実
上
の
ス
ポ
ン
サ
ー
な
の

だ
か
ら｣

と
い
う
公
私
混
同
し
た
意
識
か
ら
、
そ
の
時
点
に
お
け
る
短
期
的
な
判
断

で
実
現
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
て
、｢

王
権
簒
奪
計
画｣

と
い
っ
た
長
期
的
な
展
望
を

持
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
評
価
す
べ
き
だ
ろ
う
。

で
は
、
短
期
的
な
政
治
的
判
断
と
は
、
い
か
な
る
内
容
の
も
の
だ
っ
た
の
か
。

｢

内
裏
で
行
っ
た
こ
と｣

が
異
例
な
事
態
で
あ
る
な
ら
ば
、
足
利
家
の
人
物
は
一
般

的
に
い
か
な
る
場
所
で
元
服
儀
を
執
り
行
う
も
の
で
、
義
嗣
元
服
儀
が
行
わ
れ
る
べ

き
場
所
は
本
来
的
に
ど
こ
だ
っ
た
の
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
義
嗣

の
兄
、
義
持
を
見
て
み
よ
う
。

抑
室
町
殿
准
后

若
君
九
歳

、
今
夕
令
遂
首
服
給
、
万
里
小
路
大
納
言
申
沙
汰
、
是

為
重
房
家
司
申
沙
汰
之
故
也
、
酉
半
刻
、
家
君
御
参
御
直
衣

下
	

、
余
同
参
束
帯

、
諸
大

夫
一
人
着
布

衣

、
取
被
召
具
也
、
頃
之
、
人
々
参
集
、
次
余
参
内
、
是
令
任
将
軍

給
之
間
、
為
宣
下
所
参
陣
也

(


)

、

作
者
で
あ
る
広
橋
兼
宣
が

｢

家
君
御
参｣

に

｢

同
参｣

の
の
ち
、｢

参
内｣

し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
義
持
の
元
服
儀
は
、
内
裏
以
外
の
、
明
記
す
る
必
要
の
な
い
場
所

で
執
り
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
当
然
、
室
町
御
所

(

義
満
の
邸
宅)

で
あ
ろ
う
。

次
に
七
代
将
軍
義
勝
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
執
柄
の
二
条
持
基
が
、｢

御
加
冠｣

の
た
め
に

｢

室
町
殿
第｣

へ

｢

御
参｣

し
て
お
り
、
義
勝
元
服
も
室
町
殿
で
挙
行
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る

(

�)

。
さ
ら
に
足
利
義
視
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、｢

於

左
大
臣
義
政

第
、
有
義
視
元
服
元
左
馬
頭

従
四
位
下

、
此
日
、
有
禁
色
宣
下
陣
儀
歟

｣
(

�)

と
あ
り
、
や
は
り
、

自
ら
の
庇
護
者
で
あ
る
義
父
義
政
の
邸
宅

(

室
町
殿)

に
て
元
服
し
て
い
る
。
当
た

り
前
の
こ
と
な
が
ら
足
利
家
の
主
要
人
物
の
元
服
は
、
足
利
家
家
長
の
邸
宅

(

室
町

殿)
、
あ
る
い
は
元
服
す
る
者
に
と
っ
て
最
も
庇
護
を
期
待
で
き
る
存
在

(

基
本
的

に
は
父
親
、
あ
る
い
は
前
将
軍)

の
邸
宅
に
て
執
り
行
う
と
い
う
の
が
基
本
的
な
あ

り
方
だ
っ
た
。
そ
し
て
義
嗣
に
と
っ
て
最
大
の
庇
護
者
は
義
満
で
あ
っ
た
以
上
、
そ

の
元
服
儀
は
、
本
来
、
北
山
殿
で
催
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
、

重
要
な
の
は

｢

内
裏
で
行
っ
た
意
図｣

で
は
な
く
、｢

北
山
殿
で
行
わ
な
か
っ
た
理

由｣

で
あ
ろ
う
。
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右
述
の
各
人
と
義
嗣
の
相
違
は
、
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
形
式
上
、
家
督

継
承
が
想
定
さ
れ
な
い
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
義
満
は
、
現

将
軍
義
持

(
家
督
継
承
予
定
者)

と
の
関
係
に
お
い
て
、
北
山
殿
以
外
で
行
う
と
い

う
政
治
的
判
断
を
行
い
、
北
山
殿
を
選
択
肢
か
ら
外
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
と
き
残

さ
れ
た
選
択
肢
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
場
所
こ
そ
内
裏
だ
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
義
嗣
の
元
服
が
内
裏
で
執
り
行
わ
れ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
消
去
法
の
結

果
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
残
さ
れ
た
課
題
は
、
義
嗣
の
元
服
を
北
山

殿
で
挙
行
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
理
由
の
究
明
で
あ
る
。
今
後
さ
ら
に
考
察

を
深
め
て
い
き
た
い
。

[

注]

(

�)

田
中
義
成

『

足
利
時
代
史』

(

講
談
社
学
術
文
庫

一
九
七
九
、
初
出
一
九
二
三)

、

臼
井
信
義

『

足
利
義
満』

(

吉
川
弘
文
館

一
九
六
〇)
、
佐
藤
進
一

『

足
利
義
満
―

中
世
王
権
へ
の
挑
戦』

(

平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

一
九
九
四
、
初
出
一
九
八
〇)

。

(

�)

今
谷
明

『

室
町
の
王
権』

(

中
央
公
論
社

一
九
九
〇)

。

(

�)

森
茂
暁

『

戦
争
の
日
本
史
８

南
北
朝
の
動
乱』
(

吉
川
弘
文
館

二
〇
〇
七)

。

(

�)

村
田
正
志

『

證
註
椿
葉
記』

(『

村
田
正
志
著
作
集』

第
四
巻

一
九
八
四)

。
(

�)
『

椿
葉
記』

は
貞
成
親
王
が
一
定
の
政
治
的
意
志
を
込
め
て
書
き
上
げ
た
も
の
で
あ

る
。
詳
し
く
は
横
井
清

『

室
町
時
代
の
一
皇
族
の
生
涯』

(

講
談
社

二
〇
〇
二
、
初

出
は
一
九
七
九)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

�)

桜
井
英
治

｢

足
利
義
満
の
文
化
戦
略｣

(『Z
E
A
M
I

〜
中
世
の
芸
術
と
文
化』

04

森
話
社)

、
四
〇
〜
四
一
頁
。

(

�)

詳
細
に
つ
い
て
は
近
藤
成
一

『

日
本
の
時
代
史
９

モ
ン
ゴ
ル
の
襲
来』

(

吉
川
弘

文
館

二
〇
〇
三
、
二
四
頁)

、
筧
雅
博

『

日
本
の
歴
史
10

蒙
古
襲
来
と
徳
政
令』

(

講
談
社

二
〇
〇
一
、
二
二
二
〜
二
二
三
頁)

、
伊
藤
喜
良

『

天
皇
・
天
皇
制
を
よ

む』
(

歴
史
科
学
協
議
会
編

東
京
大
学
出
版
会

二
〇
〇
八
、
一
三
七
頁)

な
ど
を

参
照
さ
れ
た
い
。

(

	)

以
下
本
稿
に
お
い
て
、
亀
山
元
服
に
関
す
る

『

成
俊
卿
記』

『

荒
涼
記』

『

妙
槐
記』

『

資
宣
卿
記』

は
す
べ
て
同
出
典
。
ま
た
冷
泉
、
後
三
条
、
二
条
、
順
徳
の
元
服
に
関

す
る
史
料
は
す
べ
て

『

東
宮
冠
礼
部
類
記』

(『

続
群
書
類
従』

公
事
部)

を
出
典
と

す
る
。
ま
た
、
上
述
の
諸
史
料
に
つ
い
て
は
、
後
三
条
と
二
条
に
関
す
る
も
の
を
除

い
て
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
の

『

東
宮
御
元
服
部
類
記』

(

写
真
帳
、
請
求
番
号

)

を
併
せ
て
参
照
し
た
。

(


)

例
え
ば
、
保
立
道
久

『

平
安
王
朝』

(

岩
波
書
店

一
九
九
六
、
二
一
〇
頁)

な
ど

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

�)

以
下
、
後
白
河
元
服
に
関
す
る

『

台
記』

『

大
右
記』

『

親
隆
卿
記』

は
す
べ
て
同

出
典
。
本
史
料
に
つ
い
て
も
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
の

『

勧
修
寺
家
旧
蔵
記
録

(

九)』
(

写
真
帳
、
請
求
番
号

)

を
併
せ
て
参
照
し
た
。

(

�)
『

続
群
書
類
従』

公
事
部
。

(

)
『

続
群
書
類
従』

管
絃
部
。

(

�)
｢

壬
生
文
書｣

(『

大
日
本
史
料』

第
七
編
之
十
五
、
六
〇
〇
頁)

。

(

�)
『

兼
宣
卿
記』

応
永
一
八
年
一
一
月
二
八
日
条

(『

大
日
本
史
料』

第
七
編
之
十
五)

。

(

�)
『

続
史
愚
抄』

元
徳
元
年
一
二
月
二
八
日
条
。

(

�)
『

妙
槐
記』

正
元
元
年
八
月
四
日
条
。

(

�)
『

妙
槐
記』

正
元
元
年
八
月
四
日
条
。

(

�)
『

成
俊
記』

正
元
元
年
八
月
二
八
日
条
。

(

�)
『

長
兼
記』

承
元
二
年
一
二
月
二
五
日
条
。

(

�)
『

妙
槐
記』

正
元
元
年
八
月
四
日
条
。

(

�)
『

資
房
記』

永
承
元
年
一
一
月
二
二
日
条
。

(

�)
『

長
兼
記』

承
元
二
年
一
二
月
二
五
日
条
。

(

�)
『

成
俊
記』

正
元
元
年
八
月
二
八
日
条
。

(
�)

『

妙
槐
記』

正
元
元
年
八
月
二
八
日
条
。『

不
知
記』

応
和
三
年
二
月
二
八
日
条
。

(

�)
『

妙
槐
記』

正
元
元
年
八
月
一
日
条
。

(

�)
『

荒
涼
記』

正
元
元
年
六
月
五
日
条
。

(

�)
『

平
知
信
記』

久
寿
二
年
一
〇
月
一
六
日
条
。

(

�)
『

元
服
雑
事』
元
徳
元
年
一
二
月
八
日
条
。

(

�)
『

成
俊
卿
記』
正
元
元
年
八
月
二
八
日
条
。

(

�)
『

平
知
信
記』

久
寿
二
年
一
二
月
九
日
条
。
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(
 )

佐
藤
進
一

『

日
本
の
中
世
国
家』

(

岩
波
書
店

二
〇
〇
七
、
初
出
一
九
八
三)

、

一
八
九
〜
一
九
三
頁
。

(

!)
『

教
言
卿
記』

に
は
、
応
永
一
五
年
の
北
山
第
行
幸

(

一
月
二
一
日
、
二
月
二
八
・

二
九
日
、
三
月
六
日
条)

や
同
一
四
年
・
一
五
年
の
賀
茂
祭

(

応
永
一
四
年
四
月
八
・

二
五
日
条
、
応
永
一
五
年
四
月
九
・
一
九
日
条)

に
お
い
て
、
内
蔵
寮
と
し
て
費
用

を
下
行
さ
れ
た
上
で
衣
服
を
調
進
し
た
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。

(

")
『

大
右
記』

保
延
五
年
一
二
月
二
七
日
条
。

(

#)

保
立
前
掲
注

(


)
著
書
、
二
一
二
〜
二
一
三
頁
。

(

$)
『

康
富
記』

康
正
元
年
一
〇
月
二
七
日
条
。

(

%)
『

妙
槐
記』

正
元
元
年
八
月
二
日
条
。

(

&)
『

永
昌
記』

永
久
三
年
一
〇
月
二
八
日
条
。

(

')

保
立
前
掲
注

(


)

著
書
、
一
九
二
頁
。

(

()
『

山
槐
記』

建
久
二
年
一
二
月
二
六
日
条
。

(

))
『

大
右
記』

保
延
五
年
一
二
月
二
七
日
条
。

(

*)
『

勘
仲
記』

正
応
二
年
一
〇
月
六
日
条
。

(

+)
『

吾
妻
鑑』

建
長
四
年
正
月
八
日
条
。

(

,)
『

後
中
記』

仁
治
三
年
正
月
二
〇
日
条

(『

大
日
本
史
料』

第
五
編
之
十
四)

。

(

-)
『

台
記』

保
延
五
年
一
二
月
二
七
日
条
。

(

.)

南
北
朝
期
の
各
皇
統
と
雅
楽
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
相
馬
万
里
子
氏
や
坂
本
麻
実

子
氏
に
よ
る
一
連
の
研
究
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
豊
永
聡
美

『
中
世
の

天
皇
と
音
楽』

(

吉
川
弘
文
館

二
〇
〇
六)

を
挙
げ
て
お
く
。

(

/)
『

春
の
夜
の
夢』

(『

大
日
本
史
料』

第
七
之
一
、
応
永
元
年
一
二
月
一
七
日
条)

。

(

0)
『

台
記』

保
延
五
年
一
二
月
二
七
日
条
。

(

1)
『

康
富
記』

康
正
元
年
一
〇
月
二
八
日
条
。

(

2)

尊
良
親
王
は
従
二
位
に
叙
さ
れ
て
い
る
。

(

3)

拙
稿

｢

准
摂
関
家
と
し
て
の
足
利
将
軍
家｣

(『

史
学
雑
誌』

一
一
五
編
二
号

二

〇
〇
六)

。

(

4)
『

花
園
天
皇
日
記』

正
和
二
年
一
二
月
二
五
日
条
。

(

5)
『

百
練
抄』

建
長
六
年
一
月
二
八
日
条
。

(

6)
『

玉
蘂』

嘉
禎
三
年
二
月
六
日
、
七
日
条

(『

大
日
本
史
料』

第
五
編
之
十
一)

。

(

7)
『

玉
蘂』

暦
仁
元
年
四
月
一
一
日
条

(『

大
日
本
史
料』

第
五
編
之
十
一)

。

(

8)
『

満
済
准
后
日
記』

応
永
二
〇
年
一
二
月
一
九
日
条
。

(

9)
『

玉
蘂』

嘉
禎
三
年
二
月
六
日

(『

大
日
本
史
料』

第
五
編
之
十
一)

。

(

:)
『

玉
蘂』

暦
仁
元
年
四
月
一
一
日
条

(『

大
日
本
史
料』

第
五
編
之
十
一)

。

(

;)

天
皇
家
の
所
有
す
る
衣
類
や
物
品
に
つ
い
て
は
摂
関
家
に
限
ら
ず
、
洞
院
家
な
ど

も
元
服
に
あ
た
っ
て
借
り
受
け
て
い
る

(『

園
太
暦』

貞
和
二
年
正
月
二
日
条)

。

(

<)

田
中
前
掲
注

(

�)

著
書
、
五
九
〜
六
〇
頁
。
臼
井
前
掲
注

(

�)

著
書
、
一
五

六
〜
一
五
七
頁
。

(

=)
『

扶
桑
略
記』

天
元
三
年
二
月
二
五
日
条

(『

古
事
類
苑』

礼
式
部)

。

(

>)
『

花
園
天
皇
日
記』

元
亨
四
年
三
月
一
三
日
条
。『

続
史
愚
抄』

同
年
三
月
一
〇
日

条
。

(

?)

家
永
遵
嗣

｢

足
利
義
満
・
義
持
と
崇
賢
門
院｣

(『

歴
史
学
研
究』

八
五
二

二
〇

〇
九)

、
四
七
頁
。

(

@)

筆
者
は
か
つ
て
、
足
利
家
の
家
格
を

｢

家
長
が
上
皇
と
し
て
振
る
舞
う

｢

准
王
家｣

と
い
う
性
格
と
、
摂
関
家
に
相
当
す
る
家
格
を
有
す
る
人
臣
と
い
う
性
格
が
、
奇
妙

に
混
在
し
て
い
た｣

と
評
し
た
こ
と
が
あ
る

(

拙
稿

｢

准
摂
関
家
と
し
て
の
足
利
将

軍
家
―
義
持
と
大
嘗
会
と
の
関
わ
り
か
ら
―｣

『

史
学
雑
誌』

一
一
五
―
二

二
〇
〇

六)

。

(

A)
『

兼
宣
公
記』

応
永
元
年
一
二
月
一
七
日
条
。

(

B)
『

康
富
記』

嘉
吉
二
年
一
一
月
七
日
条
。

(

C)
『

続
史
愚
抄』

寛
正
六
年
一
一
月
二
〇
日
条
。
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